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本計画では、団体等の固有名詞を除き、「障害」の表記を統一的に用いています。 
 これは、障害者が日常生活または社会生活において受ける制限は、心身の機能の障
害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生
ずるものとする「社会モデル」の考え方を踏まえたものです。 
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第 1 章 計画の策定について 
 
１ 計画策定の趣旨 

 
 豊川市（以下、「本市」という。）では、平成 28 年に「第 3 次豊川市障害者福祉計画」（以
下、「前回計画」という。）を策定し、「ノーマライゼーション」「リハビリテーション」「ユニ
バーサルデザイン」を理念に障害のある人もない人も、共生できる社会の実現を目指し、様々
な障害者福祉施策を推進してきました。 
 この間国では、「障害者の権利に関する条約」（以下、「障害者権利条約」という。）批准後は
じめてとなる「障害者基本計画（第４次）」が策定され、共生社会の実現を目指し、障害のあ
る人自らの決定に基づいて社会参加や自己実現を進めていくこととなりました。その他にも、
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下、「障害者差別解消法」という。）
の施行、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以下、「障害者総
合支援法」という。）及び「児童福祉法」の改正、「障害者による文化芸術活動の推進に関する
法律」（以下、「障害者文化芸術推進法」という。）の成立など、障害者福祉に関する法制度の
整備が進められています。 
 また、平成 27 年に国連で採択された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」（以下、「ＳＤＧ
ｓ」という。）では、策定過程において障害のある人が当事者として参画し、障害者福祉に関
する目標が設定されています。各自治体でＳＤＧｓを踏まえた政策が求められる中、本市の
「未来のとよかわビジョン 2025（第６次豊川市総合計画）」においては、総合計画とＳＤＧ
ｓを一体的に推進することとされており、障害者福祉の取組に関してもＳＤＧｓの視点を取
り入れる必要があります。 
 さらに、令和２年には新型コロナウイルスの感染が世界中で拡大し、多くの生命や生活が
脅かされています。基礎疾患を持つ障害のある人は重症化するリスクが高いことや、障害特
性を踏まえた感染予防が必要となることから、障害のある方本人をはじめその家族、サービ
ス提供者、その他関係者が細心の注意を払い、感染防止対策を行うことが求められます。 
 本市においては、こうした社会状況を鑑みながら、本市の現状・課題を踏まえてさらなる
障害者施策の充実を図っていく必要があります。以上から、「一人ひとりの人権を尊重し、誰
もが自立し、共に生き、社会参加しやすいまちづくり」を理念として、「第４次豊川市障害者
福祉基本計画」（以下、「本計画」という。）を策定します。 
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２ 障害者福祉に関する関連法令の動向 

 
 近年の障害者福祉に関する関連法令の動向は、以下の通りとなっています。 

 関連法令 概要 

平成 19 年 改正障害者基本法の施行 ・市町村障害者計画の義務化 
平成 21 年 改正障害者雇用促進法の施行 ・中小企業が共同で障害者を雇用する仕組みの創設

など 
平成 22 年 改正障害者雇用促進法の施行 ・障害者雇用納付金制度の範囲拡大、短時間労働に

対応した雇用率制度の見直しなど 
平成 23 年 改正障害者基本法の施行 ・目的規定や障害者の定義の見直しなど 

改正障害者自立支援法の施行 ・障害者の範囲の見直しやグループホーム等利用助
成の創設など 

平成 24 年 障害者虐待防止法の施行 ・障害者の虐待の防止に係る国等の責務、障害者虐
待の早期発見の努力義務を規定 

改正障害者自立支援法の施行 ・利用者負担の見直しや相談支援体制の強化など 
平成 25 年 障害者総合支援法の施行 ・障害者自立支援法の廃止に伴う障害者の範囲の見

直しなど 
障害者優先調達推進法の施行 ・障害者就労施設等の受注の機会の確保に必要な事

項等を規定 
改正障害者雇用促進法の施行 ・障害者の範囲の明確化 
障害者基本計画（第３次）の策定 ・基本原則の見直し、障害者の自己決定の尊重の規

定など 
平成 26 年 障害者権利条約の締結 ・障害者の尊厳と権利を保障するための人権条約 
平成 27 年 改正障害者雇用促進法の施行 ・障害者雇用納付金制度の範囲拡大 
平成 28 年 障害者差別解消法の施行 ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本

的な事項や措置等を規定 
改正障害者雇用促進法の施行 ・障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応な

ど 
改正発達障害者支援法の施行 ・発達障害者の定義の改正、基本理念の新設など 

平成 30 年 障害者基本計画（第４次）の策定 ・共生社会の実現を目指し、障害者自らの決定に基
づく社会参加、自己実現の支援を明記 

改正障害者総合支援法及び児童
福祉法の施行 

・障害者の地域生活の支援や障害児支援へのきめ細
かな対応など 

改正障害者雇用促進法の施行 ・法定雇用率の算定基礎の見直し 
障害者文化芸術推進法の施行 ・障害者が文化芸術を推進できる環境整備、支援な

ど 
令和元年 改正障害者雇用促進法の施行 ・障害者の活躍の場の拡大、雇用状況の的確な把握

など 
令和２年 改正障害者雇用促進法の施行 ・国及び地方公共団体の障害者活躍推進計画の作

成、公表など 
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３ 計画の位置づけ 
（１）法的根拠と他の計画との関係 

本計画は、障害者基本法第 11 条第３項に規定された「市町村障害者計画」として、障害の
ある人に関する施策全般にわたる方向性を示すものとします。 

また、上位計画である「未来のとよかわビジョン 2025（第６次豊川市総合計画）」や福祉
分野の総合的・横断的な計画である「第３次豊川市地域福祉計画」、障害者福祉に関する計画
である「第６期豊川市障害福祉支援計画及び第２期豊川市障害児福祉支援計画」などの市の
関連計画との整合性を図りつつ策定します。 

なお、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律が令和２年６月 12
日づけで公布され、市町村は、高齢、障害、子ども、生活困窮など制度別に設けられた各種支
援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業への取組が求められていることから、本計画
とも連携、調和を図ります。 
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（目標年度︓令和７年） 

障害者基本計画 
（４次） 

 

基本計画 
（計画期間︓ 

平成 28 年〜令和７年） 
 

障害者基本法 
障害者総合支援法 

児童福祉法 
社会福祉法 

第３次豊川市地域福祉計画 

福祉分野の総合的・横断的な計画 
実施計画 

（計画期間︓３か年） 

あいち障害者福祉 
プラン 2021-2026 
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（２）「障害福祉支援計画及び障害児福祉支援計画」との関係 
本計画は、障害者に関する施策全般にわたる方向性を表す計画であり、「第６期豊川市障害

福祉支援計画及び第２期豊川市障害児福祉支援計画」との整合を図るものとなっています。 
「第６期豊川市障害福祉支援計画」は障害者総合支援法第 88 条第 1項に規定する「市町村

障害福祉計画」であり、障害福祉サービス等について各年度のサービス種類別の見込量等を
明らかにする計画です。 

「第２期豊川市障害児福祉支援計画」は児童福祉法第 33 条の 20第１項に定める「市町村
障害児福祉計画」であり、障害児通所支援等について各年度のサービス種類別の見込量等を
明らかにする計画です。 

なお、本計画は第３次計画までは「障害者福祉計画」の名称を使用してきましたが、障害
者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉
計画」との違いを明確にするため、今回の計画から「障害者福祉基本計画」に名称を改めて
います。 

障害者福祉基本計画 

 

根拠法令 障害者基本法 

性格 

・障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な
推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画（障害者基本
法第 11 条第３項） 
・⻑期的な⾒通しに⽴って効果的な障害者施策の展開を図る計画 

位置づけ 国の「障害者基本計画」を基本とした総合計画の部門計画 
障害福祉支援計画 

 

根拠法令 障害者総合支援法 

性格 

・各年度における障害福祉サービスごとに必要な見込量を算出し、その見込
量を確保するための方策を定める計画（障害者総合支援法第 88 条第１項） 

位置づけ 障害者福祉基本計画の方針を踏まえた、障害福祉サービス分野の実施計画 

障害児福祉支援計画 

 

根拠法令 児童福祉法 

性格 

・各年度における障害児通所支援及び障害児相談支援ごとに必要な見込量
を算出し、その見込量を確保するための方策を定める計画（児童福祉法第
33 条の 20第１項） 

位置づけ 

障害者福祉基本計画の方針を踏まえた、障害児福祉にかかわるサービス分
野の実施計画 
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４ 計画の期間 
 

本計画の期間は、令和３年度から令和８年度の６年間とします。 

（年度） 

 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

豊川市 

障害者福祉

基本計画 

                           

第３次   第４次 
 

                           

豊川市障害 

福祉支援計画 

                           

 
第５期   第６期 

  
第７期 

 

                     

 

     

豊川市障害児 

福祉支援計画 

                     

 

     

 

第１期 

  

第２期 

  

第３期 

 

                     

 

     

 
 
５ 計画の対象 

 
本計画では、特に断りのない限り、「障害者」に身体・知的・精神の各障害者（児）のほか、
発達障害者（児）や難病患者、高次脳機能障害者（児）を含みます。 

また、各統計数値は、豊川市で⽇本⼈住⺠登録及び外国⼈住⺠登録をしている⼈のうち、
該当者を対象としています。 

なお、個別の障害などを対象とする箇所については、個別の表記をしています。 
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６ 計画の策定体制 

（１）第４次豊川市障害者福祉計画及び第６期豊川市障害福祉計画等 
策定委員会 

本計画の策定にあたり、障害者当事者団体や医療・教育・福祉・就労等の各分野の代表で
構成された策定委員会において、施策や計画案を検討しました。 

 

（２）アンケート調査の実施 
本計画の策定にあたり、障害者手帳所持者、児童通所支援サービス利用者、障害福祉サー

ビス提供事業所にアンケート調査票を配布し、障害のある人等の現状と今後の意向、事業所
のサービスの提供状況等を把握し、計画策定の基礎資料としました。 

 

（３）障害関係団体ヒアリング調査の実施 
本計画の策定にあたり、障害者当事者団体やボランティア団体に調査シートを配布し、ア

ンケートだけでは把握しにくい当事者の意見や支援する立場からの現状・課題、今後の方向
性等を把握し、計画策定の基礎資料としました。 
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療育手帳所持者の割合 精神障害者保健福祉手帳所持者の割合

5,837 5,890 5,893 5,954 5,963 5,988 5,907 5,915 5,922 5,893

1,164 1,207 1,219 1,245 1,342 1,412 1,487 1,508 1,560 1,629
923 1,010 1,122 1,202 1,262 1,390 1,513 1,631 1,763 1,9037,924 8,107 8,234 8,401 8,567 8,790 8,907 9,054 9,245 9,425

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2

（人）

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳所持者 合計

 

第２章 豊川市の現状 
 
１ 障害者の状況 

（１）障害者手帳所持者数 
本市の障害者手帳所持者数は年々増加しており、令和２年４月１日現在では 9,425 人とな

っています。（身体障害者手帳所持者数 5,893 人、療育手帳所持者数 1,629 人、精神障害者保
健福祉手帳所持者数 1,903 人） 

また、総人口に対する障害者手帳所持者の割合は、身体障害者手帳所持者が約３％と横ば
いで推移していますが、療育手帳所持者及び精神障害者保健福祉手帳所持者の割合は年々増
加しています。 
■障害者手帳所持者数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：豊川市福祉課（各年４月１日現在） 
■総人口に対する障害者手帳所持者割合の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：豊川市福祉課（各年４月１日現在） 
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1,711 1,769 1,805 1,860 1,576 1,612 1,615 1,627 1,637 1,613

872 872 863 848 939 943 918 925 932 945
1,455 1,438 1,412 1,384 1,256 1,249 1,230 1,218 1,206 1,199

1,188 1,211 1,223 1,277 1,515 1,503 1,465 1,477 1,489 1,482
332 323 318 310 395 398 393 383 380 375
279 277 272 275 282 230 228 223 219 279
5,837 5,890 5,893 5,954 5,963 5,988 5,907 5,915 5,922 5,893

0
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（人）
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※合計には７級を含む

126 125 122 120 126 135 131 127 130 128
1,848 1,848 1,794 1,777 1,705 1,669 1,636 1,582 1,564 1,559

3,863 3,917 3,977 4,057 4,132 4,184 4,140 4,206 4,228 4,206

5,837 5,890 5,893 5,954 5,963 5,988 5,907 5,915 5,922 5,893

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2

（人）

17歳以下 18〜64歳 65歳以上 合計

 
（２）身体障害者の状況 

身体障害者手帳所持者数は平成 28 年までは緩やかに増加していましたが、平成 29 年以降
は年によって数値が増減しています。 

年齢別にみると、65歳以上が最も多くなっています。 
等級別にみると、１級（最重度）が最も多く、次いで３級及び４級となっています。 

■年齢別身体障害者手帳所持者数の推移 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：豊川市福祉課（各年４月１日現在） 
 
■等級別身体障害者手帳所持者数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：豊川市福祉課（各年４月１日現在） 
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314 318 320 315 309 312 303 308 307 320
403 382 373 370 363 363 367 376 385 384
57 58 66 67 72 71 77 82 80 76

3,062 3,124 3,111 3,134 3,153 3,134 3,063 3,024 2,961 2,920

2,001 2,008 2,023 2,068 2,066 2,108 2,097 2,125 2,189 2,193

5,837 5,890 5,893 5,954 5,963 5,988 5,907 5,915 5,922 5,893

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2

（人）

視覚障害 聴覚・平衡機能障害
音声・言語そしゃく機能障害 肢体不自由
内部障害 合計

障害の種類別にみると、肢体不自由が最も多く、約半数を占めています。次いで内部障害
が多くなっています。また、内部障害及び音声・言語そしゃく機能障害がゆるやかに増加し
ています。 
■障害の種類別身体障害者手帳所持者数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：豊川市福祉課（各年４月１日現在） 
 
 
 
  



10 

229 235 239 252 262 269 282 281 284 294
243 251 252 242 259 275 280 280 288 302
331 337 333 331 361 375 405 410 407 420
361 384 395 420 460 493 520 537 581 6131,164 1,207 1,219 1,245 1,342 1,412 1,487 1,508 1,560 1,629

0
300
600
900

1,200
1,500
1,800

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2

（人）

Ａ１（最重度） Ａ２（重度） Ｂ（中度） Ｃ（軽度） 合計

373 384 375 362 389 424 449 448 472 480

745 775 787 824 886 915 960 980 1,007 1,060
46 48 57 59 67 73 78 80 81 89

1,164 1,207 1,219 1,245 1,342 1,412 1,487 1,508 1,560 1,629

0
300
600
900

1,200
1,500
1,800

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2

（人）

17歳以下 18〜64歳 65歳以上 合計

 
（３）知的障害者の状況 

療育手帳所持者数は年々増加しています。 
年齢別にみると、18〜64歳が最も多く、次いで 17歳以下となっています。いずれの年齢
層でも概ね年々増加しています。 

等級別にみると、Ｃ（軽度）が最も多く、次いでＢ（中度）となっています。いずれの等級
でも概ね増加していますが、特にＣ（軽度）で大きく増加しています。 
■年齢別療育手帳所持者数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：豊川市福祉課（各年４月１日現在） 
 
■等級別療育手帳所持者数の推移 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

資料：豊川市福祉課（各年４月１日現在） 
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66 68 89 124 138 164 199 225 266 303
652 694 773 822 852 934 1,004 1,109 1,196 1,270205 248 260 256 272 292 310 297 301 330

923 1,010 1,122 1,202 1,262 1,390 1,513 1,631 1,763
1,903

0

500

1,000

1,500

2,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2

（人）

１級（重度） ２級（中度） ３級（軽度） 合計

24 22 29 41 58 53 54 53 57 54

747 813 896 949 967 1,089 1,198 1,282 1,389 1,508152 175 197 212 237 248 261 296 317 341

923 1,010 1,122 1,202 1,262 1,390 1,513 1,631 1,763
1,903

0

500

1,000

1,500

2,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2

（人）

17歳以下 18〜64歳 65歳以上 合計

 
（４）精神障害者の状況 
精神障害者保健福祉手帳所持者数は年々増加しています。 
年齢別にみると、18〜64 歳が最も多く、全体の８割前後を占めています。18〜64 歳、65
歳以上では年々増加しています。 

等級別にみると、２級（中度）が最も多く、全体の７割前後を占めています。いずれの等級
でも概ね増加していますが、特に１級（重度）で大きく増加しています。 
■年齢別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：豊川市福祉課（各年４月１日現在） 
 
■等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：豊川市福祉課（各年４月１日現在） 
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203 205 208 208
252 281 308 336 362 393

77 80 94 105 106 110 110 111 122 143

0

100

200

300

400

500

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（人）

（年度）
小学校 中学校

 
（５）障害等のある子どもの状況 
特別支援学級に在籍する児童生徒数は、小学校では平成 27 年度以降、年々増加していま

す。中学校では、年度によって数値が増減していますが、平成 23 年度から令和２年度では 50
人以上増加しています。 

障害の種類別にみると、小学校・中学校ともに自閉症・情緒と知的障害の割合が高くなっ
ています。 
■特別支援学級に在籍する児童生徒数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：豊川市学校教育課（各年５月１日現在） 
 
■障害の種類別特別支援学級に在籍する児童生徒数の推移               （年度） 

障害の種類別 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 

小学校 合計 281 人 308 人 336 人 362 人 393 人 
知的障害 125 人 132 人 153 人 160 人 177 人 
肢体不自由 8 人 8 人 9 人 11 人 8 人 
病弱・身体虚弱 3 人 5 人 2 人 2 人 5 人 
難聴 4 人 3 人 4 人 4 人 5 人 
自閉症・情緒 141 人 160 人 168 人 185 人 198 人 

中学校 合計 110 人 110 人 111 人 122 人 143 人 
知的障害 56 人 64 人 63 人 66 人 82 人 
肢体不自由 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 
病弱・身体虚弱 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 
難聴 3 人 1 人 1 人 1 人 0 人 
自閉症・情緒 51 人 45 人 47 人 55 人 60 人 

資料：豊川市学校教育課（各年５月１日現在） 
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特別支援学校に在籍する児童生徒数は、小学部では平成 26 年度以降、年々増加していま
す。中学部では、年度によって数値が増減しています。 
■特別支援学校に在籍する児童生徒数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：豊川市学校教育課（各年５月１日現在） 
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小児慢性特定疾病医療費受給者数

（６）難病患者等の状況 
難病法による指定難病特定医療費受給者数は、平成 28 年度までは緩やかに増加していま

す。平成 27 年 1月の難病法施行により、平成 29 年度は重症度基準の導入やそれに伴う特定
医療費支給の経過措置期間が終了し一時的に減少しましたが、対象疾患の追加等により今後
も横ばいもしくは増加が予想されます。 

なお、難病法に基づく指定難病は 333疾患（令和元年 7月現在）ですが、症状が一定以上、
高額な医療費を支払っている場合に受給対象となることから、難病患者はさらに多いことが
推定されます。 

また、障害者総合支援法における対象疾患として、難病法に基づく指定難病を含む 361疾
病（令和元年 7月現在）が対象となっています。 
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾患は 762 疾患（令和元年 7 月現在）、対象年齢

は 18歳未満で、受給者数は年度によって微増減を繰り返しつつも増加傾向にあります。 
なお、障害者医療費の助成や、豊川市子ども医療費を利用し、指定難病特定医療費または

小児慢性特定疾病医療費の助成制度を申請しない人がいる現状があります。 
■指定難病特定医療費受給者数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

難病法の成立に伴い、平成 27 年より特定疾病は特定疾病指定難病に移行しているため、平成 26 年度までは「特
定疾患認定患者」、平成 27 年度以降は「指定難病特定医療費受給者数」として記載しています。 

資料：豊川保健所（各年３月 31 日現在） 

■小児慢性特定疾病医療費受給者数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

資料：豊川保健所（各年３月 31 日現在） 
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（７）障害者雇用の状況 

本市の企業の障害者雇用は、実人数及び雇用率については年々増加しています。法定雇用
率の達成企業の割合は、半数程度で増減しています。 

市役所の障害者雇用は、実人数及び雇用率ともに平成 29 年で減少していますが、その後は
年々増加しています。 
■本市の企業の障害者雇用の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：豊川公共職業安定所（各年４月１日現在） 
 
■市役所の障害者雇用の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：豊川市人事課（各年６月１日現在） 
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２ 障害者への意識調査からみた現状 

（１）調査概要 
■調査の概要 

対象者 調査期間 調査対象数 
回収数・回収率 調査手法 

障害者（18 歳以上の障害者手帳
所持者） 

令和２年 
６月 13 ⽇〜 
６月 26 日 

1,999 件 1,053 件 
／52.7% 

郵送配布、 
郵送回収 

障害児（18 歳未満の児童通所支
援サービス利用者または保護
者） 

694 件 354 件 
／51.0％ 

事業所（障害福祉サービス提
供事業所） 70 件 45 件 

／64.3% 
 

（２）障害者、障害児調査の結果 
①暮らしや求める支援について 

障害者の希望する将来の暮らしは、全体で「家族と一緒に生活したい」が最も高く、次い
で「一般の住宅で一人暮らしをしたい」となっています。手帳別では、療育手帳所持者で「グ
ループホームなどを利用したい」、精神障害者保健福祉手帳所持者で「一般の住宅で一人暮ら
しをしたい」が高くなっています。 
■（障害者）希望する将来の暮らし 
 
  

15.2 

11.7 

19.2 

27.6 

7.4 

60.0 

66.3 

46.2 

46.0 

51.9 

4.5 

2.1 
21.2 

1.8 
11.1 

11.7 

12.2 

5.8 

13.5 

16.7 

2.1 

1.8 

1.9 

2.5 

7.4 

6.6 

6.0 

5.8 

8.6 

5.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=1,053）

身体障害者手帳所持者（N=682）

療育手帳所持者（N=104）

精神障害者保健福祉手帳所持者（N=163）

複数手帳所持者（N=54）

【手帳別】

一般の住宅で一人暮らしをしたい
家族と一緒に生活したい
グループホームなどを利用したい
福祉施設（障害者支援施設、高齢者福祉施設など）で暮らしたい
その他
不明・無回答
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障害児の希望する将来の暮らし方は、「自立してアパートやマンションを借りるなどして暮
らしてほしい」が最も高く、次いで「自宅で家族と一緒に暮らしてほしい」となっています。 

 
■（障害児）希望する将来の暮らし方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域で生活するために必要な支援は、障害者ではいずれも「経済的な負担が軽減されてい

ること」が最も高くなっています。手帳別では、身体障害者手帳所持者では「必要な在宅サ
ービスが適切に利用できること」、それ以外では「相談対応などが充実していること」「地域
住⺠などから理解されていること」が高くなっています。 

障害児では、「相談対応などが充実していること」が最も高く、次いで「経済的な負担が軽
減されていること」となっています。 
■地域で生活するために必要な支援（上位３位） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

37.9 24.6 15.0 
4.5 3.4 

12.1 2.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障害児（N=354）

自立してアパートやマンションを借りるなどして暮らしてほしい
自宅で家族と一緒に暮らしてほしい
仲間と共同生活（グループホームなど）で暮らしてほしい
障害者入所施設などで暮らしてほしい
その他
わからない
不明・無回答

 

障害者 

障害児 

（N=354） 

身体障害者手帳 

所持者（N=682） 

療育手帳所持者 

（N=104） 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者 

（N=163） 

複数手帳所持者

（N=54） 

１ 

経済的な負担が軽
減されていること
（44.6％） 

経済的な負担が軽
減されていること
（67.3％） 

経済的な負担が軽
減されていること
（71.2％） 

経済的な負担が軽
減されていること
（63.0％） 

相談対応などが充
実していること
（72.6％） 

２ 

必要な在宅サービ
スが適切に利用で
きること
（38.4％） 

相談対応などが充
実していること
（60.6％） 

相談対応などが充
実していること
（54.0％） 

相談対応などが充
実していること
（51.9％） 

経済的な負担が
軽減されている
こと（64.4％） 

３ 

在宅で医療ケアな 
どが適切に受けら 
れること（38.0％）

地域住⺠などか
ら理解されてい
ること（56.7％） 

地域住⺠などか
ら理解されてい
ること（43.6％） 

地域住⺠などか
ら理解されてい
ること（50.0％） 

地域住⺠などか
ら理解されてい
ること（61.0％） 
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障害福祉サービスで「利用したい」の割合が高いサービスは、身体障害者手帳所持者では
「短期入所」、療育手帳所持者では「相談支援・障害児相談支援」、精神障害者保健福祉手帳
所持者では「就労定着支援」、複数手帳所持者では「短期入所」「生活介護」、障害児では「放
課後等デイサービス」が最も高くなっています。 
■今後利用したい障害福祉サービス等（「利用したい」の上位３位） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
悩みや困ったことの相談相手は、いずれも「家族や親せき」が最も高くなっています。手
帳別では、精神障害者保健福祉手帳所持者で「医師や看護師」が高くなっています。 
■悩みや困ったことの相談相手（上位３位） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

障害者 

障害児 

（N=354） 身体障害者手帳 

所持者（N=682） 

療育手帳所持者 

（N=104） 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者 

（N=163） 

複数手帳所持者

（N=54） 

１ 短期入所（35.5％）相談支援・障害児
相談支援（45.2％）

就労定着支援
（36.8％） ・短期入所 

・生活介護 
（44.4％） 

放課後等デイサー
ビス（73.4％） 

２ 

生活介護 
（32.0％） 

短期入所
（37.5％） 

就労継続支援 A・
B 型（36.2％） 

障害児相談支援
（60.2％） 

３ 

自立訓練（機能訓
練・生活訓練） 

（31.4％）
グループホーム
（35.6％） 

自立訓練（機能訓
練・生活訓練）
（35.0％） 

相談支援・障害
児相談支援
（40.7％） 

児童発達支援
（57.6％） 

 

 

障害者 

障害児 

（N=354） 身体障害者手帳 

所持者（N=682） 

療育手帳所持者 

（N=104） 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者 

（N=163） 

複数手帳所持者

（N=54） 

１ 

家族や親せき
（63.6％） 

家族や親せき
（77.9％） 

家族や親せき
（66.3％） 

家族や親せき
（61.1％） 

家族や親せき
（81.1％） 

２ 

友人・知人
（25.4％） 

施設の職員など
（27.9％） 

医師や看護師
（47.2％） ・施設の職員など 

・医師や看護師 
（33.3％） 

友人・知人
（52.0％） 

３ 

医師や看護師
（18.8％） 

友人・知人
（22.1％） 

友人・知人
（33.7％） 

通園施設や保育
所、幼稚園、学校
の先生（42.9％） 
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②障害児支援について 
充実させてほしい障害児への支援は、「個々の障害にあった教育・療育の機会」が最も高く、

次いで「障害特性にあった教育環境」となっています。 
充実させてほしい保育所や幼稚園、学校生活での支援は、「障害に対する職員の理解促進」

が最も高く、次いで「学習面でのサポート体制」となっています。 
■（障害児）充実させてほしい障害児への支援   ■（障害児）充実させてほしい保育所や幼稚園、

（上位５位）      学校生活での支援（上位５位） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
③就労支援について 

障害者の平日の日中の過ごし方は、全体で「自宅で過ごしている」が最も高くなってい
ます。「収入を得る仕事をしている」は、身体障害者手帳所持者で２割弱、療育手帳所持
者、精神障害者保健福祉手帳所持者で３割弱、複数手帳所持者で 1 割強となっています。 
■（障害者）平日の日中の過ごし方 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

21.6 

19.6 

27.9 

29.4 

11.1 

8.5 

2.2 
34.6 

9.2 

37.0 

2.9 

0.4 
18.4 

2.5 

3.8 

33.0 

38.9 

7.7 

31.3 

16.7 

24.2 

28.6 

2.9 
22.1 

14.9 

9.9 

10.4 

8.7 

5.5 

16.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=227）

身体障害者手帳所持者
（N=134）

療育手帳所持者
（N=29）

精神障害者保健福祉
手帳所持者（N=48）

複数手帳所持者（N=6）

【手帳別】 収入を得る仕事をしている
福祉施設、作業所などに通っている（就労継続支援Ａ型・
学校等に行っている
自宅で過ごしている
その他
不明・無回答

74.0 

65.3 

63.6 

62.7 

60.5 

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0
個々の障害にあった
教育・療育の機会
障害特性にあった

教育環境
保護者が気軽に
相談できる機会

進学相談・進路指導

児童・生徒の障害への
理解を促す教育

（％）

障害児（N=354）

69.8 

66.9 

63.0 

58.8 

50.3 

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0
障害に対する

職員の理解促進
学習面での

サポート体制
進学・就職に
関する支援

他の児童・生徒や
保護者の理解促進

通園・通学に
対する支援

（％）

障害児（N=354）

※「学校等に行っている」は「大学、専門学校、職業訓練校などに通っている」「特別支援学校（小中高等部）に通っている」
「一般の高校、小中学校に通っている」「幼稚園、保育所、障害児通園施設などに通っている」をまとめている。 

※「その他」は「ボランティアなど、収入を得ない仕事をしている」「専業主婦（主夫）をしている」「病院などのデイケアに
通っている」「リハビリを受けている」「入所している施設や病院などで過ごしている」「その他」をまとめている。 

 福祉施設、作業所などに通っている
（就労継続支援Ａ型・B 型も含む） 
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障害者の必要な就労支援は、いずれも「職場の上司や同僚に障害の理解があること」が最
も高くなっています。手帳別では、療育手帳所持者で「就労後のフォローなど職場と支援機
関の連携」、精神障害者保健福祉手帳所持者で「短時間勤務や勤務日数などの配慮」が高くな
っています。 
■（障害者）必要な就労支援（上位３位） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
④障害への理解について 

差別や嫌な思いの経験は、全体で『ある』（「ある」と「少しある」の合算）が 47.2％、
「ない」が 46.2％となっています。手帳別では、身体障害者手帳所持者を除き、『ある』
が７割前後となっています。 
■差別や嫌な思いの経験 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

身体障害者手帳所持者

（N=682） 

療育手帳所持者 

（N=104） 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者 

（N=163） 

複数手帳所持者

（N=54） 

１ 

職場の上司や同僚に障
害の理解があること
（39.6％） 

職場の上司や同僚に障
害の理解があること
（68.3％） 

職場の上司や同僚に障
害の理解があること
（65.6％） 

職場の上司や同僚に
障害の理解があるこ
と（61.1％） 

２ 

短時間勤務や勤務日数
などの配慮（29.6％） 

就労後のフォローなど
職場と支援機関の連携
（56.7％） 

短時間勤務や勤務日数
などの配慮（55.2％） 

通勤手段を確保するこ
と（46.3％） 

３ 

・勤務場所におけるバリ
アフリーなどの配慮 

・特にない 
（28.4％） 

通勤手段を確保する
こと（53.8％） 

就労後のフォローな
ど職場と支援機関の
連携（44.8％） 

職場で介助や援助な
どが受けられること
（44.4％） 

 

27.4 41.8 29.1 
1.7 

障害児（N=354）

ある 少しある ない 不明・無回答

20.7 

13.3 

34.6 

35.0 

40.7 

26.5 

23.9 

35.6 

34.4 

27.8 

46.2 

55.6 

25.0 

26.4 

25.9 

6.6 

7.2 

4.8 

4.3 

5.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=1,053）

身体障害者手帳所持者（N=682）

療育手帳所持者（N=104）

精神障害者保健福祉手帳所持者（N=163）

複数手帳所持者（N=54）

【手帳別】

 

障
害
者 
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障害理解を深めるために必要なことは、身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、複数手
帳所持者、障害児で「学校での障害理解を深める教育」、精神障害者保健福祉手帳所持者で「障
害のある人の就労・就学などの支援」が最も高くなっています。 
■障害理解を深めるために必要なこと（上位３位） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤障害者施策全般について 
障害者福祉施策で重点的に取り組んでほしいことは、身体障害者手帳所持者及び複数手帳
所持者で「災害時の支援」、療育手帳所持者で「障害のある人が働ける企業を増やす」、精神
障害者保健福祉手帳所持者で「経済的な援助の充実」、障害児で「障害に対する理解の促進」
が最も高くなっています。 
■障害者福祉施策で重点的に取り組んでほしいこと（上位３位） 

 

 
 
 
 

  

 

障害者 

障害児 

（N=354） 

身体障害者手帳 

所持者（N=682） 

療育手帳所持者 

（N=104） 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者 

（N=163） 

複数手帳所持者

（N=54） 

１ 

学校での障害理
解を深める教育
（28.6％） 

学校での障害理
解を深める教育
（50.0％） 

障 害 のある 人 の
就労・就学などの
支援（47.2％） 

学校での障害理
解を深める教育
（50.0％） 

学校での障害理
解を深める教育
（74.0％） 

２ 

広報や冊子による
理解啓発（28.3％） 

障害のある人の
就労・就学などの
支援（45.2％） 

学校での障害理
解を深める教育
（32.5％） 

わからない
（25.9％） 

障害のある人の
就労・就学などの
支援（47.2％） 

３ 

わからない
（26.2％） 

広報や冊子による
理解啓発（26.9％） 

広報や冊子による
理解啓発
（27.6％） 

・障害のある人の
就労・就学など
の支援 

・障害のある人の地
域活動への参加 

（24.1％） 

広報や冊子によ
る理解啓発
（31.6％） 

 

 

障害者 

障害児 

（N=354） 

身体障害者手帳 

所持者（N=682） 

療育手帳所持者 

（N=104） 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者 

（N=163） 

複数手帳所持者

（N=54） 

１ 

災害時の支援
（35.8％） 

障害のある人が
働ける企業を増
やす（47.1％） 

経済的な援助の
充実（55.8％） 

災害時の支援
（46.3％） 

障害に対する理
解の促進
（50.8％） 

２ ・相談しやすい
窓口の設置 

・経済的な援助
の充実 

（28.4％） 

経済的な援助の
充実（42.3％） 

相談しやすい窓口
の設置（41.7％） 

相談しやすい窓口
の設置（37.0％） 

障害のある人が
働ける企業を増
やす（50.6％） 

３ 

障害に対する 
理解の促進
（38.5％） 

障害に対する理解
の促進（39.9％） 

経済的な援助の
充実（35.2％） 

就労を促進する 
訓練や支援の充
実（42.9％） 
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（３）事業所調査の結果 
今後のサービス利用希望者の変化の見込みは、「増加すると見込んでいる」が最も高く、次

いで「横ばいであると見込んでいる」となっています。 
経営上の課題は、「従事者の人員確保が困難」が最も高く、次いで「職員の研修、育成を行

う時間が少ない」「事務量が増大している」となっています。 
サービスの質の向上のために行っている取組は、「他の事業者との情報交換の実施」が最も
高く、次いで「相談窓口の設置」となっています。 
■今後のサービス利用希望者の変化の見込み   ■経営上の課題（上位５位） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■サービスの質の向上のために行っている取組（上位５位） 
 
 

  

増加すると見
込んでいる
46.7%横ばいであると見

込んでいる 35.6%

減少すると見込
んでいる 6.7%

わからない 8.9% 不明・無回答 2.2%

事業所（N=45）

71.1 

46.7 

46.7 

37.8 

24.4 

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

従事者の人員確保が困難

職員の研修、育成を
行う時間が少ない

事務量が増大している

事業単価が低く
経営が困難

施設整備などの
資金繰りが困難

（％）

事業所（N=45）

73.3 

64.4 

48.9 

42.2 

20.0 

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0
他の事業者との
情報交換の実施

相談窓口の設置

権利擁護や虐待防止に係る
委員会等の開催やマニュアルの作成

利用者や家族に対しての
満足度調査の実施

サービス提供の
ガイドラインの作成

（％）

事業所（N=45）
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３ 団体ヒアリング調査からみた現状 

（１）調査概要 
■調査の概要 

対象者 調査期間 回収数／調査対象数 調査手法 

当事者団体 令和２年７月 15 日 
〜８月 14 日 7 団体／7 団体 郵送配布、 

郵送回収 ボランティア団体 令和２年７月 15 日 
〜７⽉ 26 日 ６団体／18 団体 

 

（２）調査の結果 
①課題や問題点について 

活動の課題や問題点は、当事者団体で「新規メンバーの加入が少ない」「役員のなり手がい
ない」ボランティア団体で「新規メンバーの加入が少ない」が最も多くなっています。 

なお、課題や問題点の具体的な内容としては、役員の担い手不足、勧誘などのしづらさ、
世代間の団体活動への考えの違いなどがあげられています。 

■活動の課題や問題点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「会議や活動の場所の確保に苦労する」「活動資金が不足している」「その他」「特に困ったことはない」は回答

なしのため掲載を割愛 
  

5 

2 

0 

2 

5 

1 

0 

2 

3 

3 

5 

1 

1 

2 

3 

0 

1 

0 

0 

1 

0 2 4 6 8

新規メンバーの加入が少ない

メンバーに世代などの偏りがある

メンバーが仕事・家事などで忙しい

活動メンバーの専門性が不足している

役員のなり手がいない

活動がマンネリ化している

障害者のニーズに合った活動をすることが難しい

活動に必要な情報が集まらない

情報発信する場や機会が乏しい

他の団体と交流する機会が乏しい

（件）

当事者団体（N=7)
ボランティア団体（N=6)
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②今後の方向性について（⼀部意⾒の要約、抜粋） 
【当事者団体】 
・新規会員の加入促進を図りたいが、家族が断るケースなどもある。方法が思いつかない。 
・親亡き後も安心して暮らし続けられる環境の確保のため、地域と交流し、地域に知っても

らう。 
・コロナウイルスの流行や災害時に、会員すべてに必要な支援が届くよう実態を把握してい

く。 
【ボランティア団体】 
・現在実施している事業以外にも実施し、障害のある人への情報提供及び福祉の充実に努め

る。 
・情報発信により、必要なニーズに合った活動に努める。 
・地域のイベントや催し物に積極的に参加して活動の輪を広げるとともに、教宣活動を進め

る。 
 
③分野ごとの課題について（⼀部意⾒の要約、抜粋） 

分野 意見 

①保健・医療 

【当事者団体】 
・検診を行っている事業所が少ない。力を入れてほしい。 
・児童精神科医、肢体不自由児者のリハビリ施設が不足している。 
・通院が難しい人等に向けた訪問診療を充実してほしい。 
・病院ごとに設備や物品の整備状況が異なるため充実してほしい。 

② 生 活 環 境
の整備 

【当事者団体】 
・買い物や通院などにあたり、コミュニティバス、タクシー券の利用など、
移動への支援を充実してほしい。 

・施設の多目的トイレ、エレベーターの配置や、歩道の整備などのバリア
フリー化を進めてほしい。 

③相談・情報
提供 

【当事者団体】 
・法律やサービスを知らない家族がほとんどである。周知を望む。 
・在宅で暮らす人に、社協のコミュニティーソーシャルワーカーを知って

もらい、相談できると良い。 
・子どもや医療的ケアに詳しい相談員を増やしてほしい。相談支援専門員

が足りない。 
・⺠⽣委員児童委員とコミュニケーションがとれていないので、地域内の

障害児者について知ってほしい。 
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分野 意見 

④住まい・住
宅の確保 

【当事者団体】 
・親亡き後も踏まえ、グループホームを充実してほしい。また、補助金の
継続、施設条件の緩和、市⺠への周知、障害に特化した施設を求める。 

・自宅のバリアフリー化のための助成制度の充実と、利便性の向上を望む。 

⑤雇用・就労 

【当事者団体】 
・障害者の雇用率の遵守をお願いしたい。 
・多様な働き方により就労を促進してほしい。 
・就労移行支援事業や、就労後のサポート体制、就労のためのヘルパー利

用などの就労支援を充実してほしい。 
【ボランティア団体】 
・福祉事業所は、地域の企業とマッチングする機会が乏しいので、交流の
場などを設置してもらいたい。 

⑥ 災 害 時 の
支援 

【当事者団体】 
・避難所での障害者への配慮 
・福祉避難所の案内をはっきりとしてほしい。 
・災害時に薬や医療機器が確保できるか不安である。 
・避難所の疑似体験や訓練への参加が必要である。 
・避難所へは行かず、災害時に自宅での支援を受けることを望む人が多い。
避難所で過ごすことができない障害者はどうしたらよいか。 

・コロナ禍での避難は難しい。 
【ボランティア団体】 
・障害者に対するコロナなどの感染症対策や、災害時の対策が必要である。 
・障害のある人への対応について、福祉ボランティアを活用しては。 

⑦ 障 害 へ の
理 解 と 交
流 

【当事者団体】 
・障害者も参加できるイベントを実施し、市⺠との交流を深めたい。 
・生涯学習のカリキュラムや障害者理解をテーマとした講座を開設してほ

しい。 
・通常事業で障害者への配慮を常態化していけるとよい。 
・介助するボランティアが高齢化している。また、ボランティア活動をし

ている人と交流できる場があるといい。 
【ボランティア団体】 
・市職員研修にてガイドヘルプと車いすの実践体験を行っているので、行
政対応に活かしてほしい。 
・ふれ愛フェスティバルなどは、多くの市⺠が参加しているため、今後も

障害者の意見を踏まえて実施してほしい。 
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分野 意見 

⑧教育・保育 

【当事者団体】 
・本人が学校に行きたいのであれば、その気持ちを大事にしてサポートで

きる体制がほしい。健常児と同じ学校生活が送れると良い。 
・子どもの頃から障害者に偏見を持たない教育を実施してほしい。 
・放課後デイサービスについて、身体障害者専用のものや、成人後も利用

できるものの充実や質の見直しが必要である。 
【ボランティア団体】 
・障害のある人へ、体操への参加を働きかけたい。 

⑨ 生 涯 学 習
活動 

【当事者団体】 
・気軽に余暇活動ができる環境をつくってほしい。 
・障害があっても、スポーツ・余暇活動を楽しめるよう、主催者が障害理

解を意識し、安心して参加できるよう支援してほしい。 
・支援者の育成をしてほしい。 
・手話について、講座の充実や、市職員による習得を進めてほしい。 
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第３章 計画の基本的な考え方 
 
１ 基本理念 

 
「未来のとよかわビジョン 2025（第６次豊川市総合計画）」の目標である「誰もが健やか

に生き生きと暮らしているまち」を実現するため、国や県の基本理念を踏まえ、社会的なバ
リア（社会的障壁）のない、一人ひとりが温かいこころで結ばれた、自己実現を支援するま
ちづくりを目指します。そのため、本計画の基本理念を「一人ひとりの人権を尊重し、誰も
が自立し、共に生き、社会参加しやすいまちづくり」とします。 

また、本市の基本理念は、以下の図のように「ノーマライゼーション」「リハビリテーショ
ン」「ユニバーサルデザイン」の３つの考え方を基に推進していきます。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

基本理念 

ノーマライ 
ゼーション 

リハビリ 
テーション 

ユニバーサル 
デザイン 

一人ひとりの人権を 
尊重し、誰もが⾃⽴し、 

共に生き、社会参加 
しやすいまちづくり 

障害のある人もない人
も社会・経済・文化等の
幅広い分野にわたって
共に活動することが本
来のあり方であるとい
う考え方 

障害のある人もない人も同じように暮
らし、ライフステージのすべての段階
においてその人が持っている能力を最
大限に発揮し、その自立と社会参加の
促進を目指すという考え方 

合理的配慮にあたり、バリアフリー化
などを通じ目指すべき理想とする、あ
らかじめ、障害の有無等にかかわらず
多様な人々が利用しやすいよう都市や
生活環境をデザインする考え方 
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２ 計画推進の視点 

 
本計画では、以下の視点に則って施策を推進します。 

 
障害者の主体性・⾃⽴性の確⽴ 

障害のある人を、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参
加する主体として捉え、その主体性・自立性が最大限発揮されるような支援や環境の整備を
進めます。 

 
 

障害特性や複合的困難に配慮したきめ細かい支援 
 障害特性や障害の状態、生活実態により、求められる支援は様々です。そのため、障害特
性等を踏まえた、きめ細かな支援を行います。その際、外見からはわかりにくい障害につい
て考慮するとともに、状態が変動する障害については障害の程度を捉えることが難しいこと
に留意します。 
 また、障害のある人は、年齢や性別にかかわりなく複合的に困難な状況に置かれる場合が
あることを踏まえ、きめ細かな支援を行います。 
 
 

障害のある人もない人も互いに支え合う地域社会の構築 
 すべての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し
合いながら共生する社会の実現を目指し、あらゆる場面において障害への理解を促進し、差
別や偏見がない社会の構築を進めます。 
 また、障害のある人も地域や社会の担い手として活躍できるよう、様々な形での社会参加
を促進し、「支え手」「受け手」の関係を超えた、支え合いの基盤を構築します。 
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３ 分野別方針 

 

生活支援 

方針   日常生活や社会生活を営むための支援の充実 
障害のある人が地域で暮らしていくための日常生活や社会生活を営む支援を行います。 

 

保健・医療 

方針   地域に根ざした保健・医療サービス提供体制の充実 
障害や疾病の発生や重度化を予防する健康づくりやリハビリテーションを進めるとともに、

障害の特性に対応した医療体制の整備を図ります。 
 

保育・教育・生涯学習 

方針   相互に人格と個性を尊重し合う教育体制の充実 
障害の早期発見・早期対応につながる健診や相談支援の充実、障害のある子どもの個性を

尊重した保育・教育を推進します。また、誰もが生涯にわたり教育を受けられるような生涯
学習の環境整備を図ります。 
 

文化、芸術・スポーツ等 

方針   生きがいを持てるライフスタイルづくりの支援 
障害のある人の生きがいのある暮らしにつながる、文化、芸術活動やスポーツ活動の参加

を促す機会づくりや人材育成を進めます。 
 

雇用・就業 

方針   自立と社会参加を促す就労の総合的な支援 
障害のある人が能力を活かして社会参画できるよう、企業の障害者雇用への理解を促進し

雇用機会の拡充を図るとともに、様々な就労支援や多様な働き方について支援を行います。 
  

 分野１ 
 

 分野２ 
 

 分野３ 
 

 分野４ 
 

 分野５ 
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生活環境 

方針   暮らしやすい生活環境の整備を推進するための施策の充実 
障害のある人の地域での暮らし、外出を円滑にするため、公共施設等のバリアフリー化や

住居に対する支援、移動手段の確保などにより、人にやさしいまちづくりを推進します。 
 

災害・防犯対策 

方針   安全・安心な生活のための防災・防犯対策の充実 
障害のある人が安全に災害時の避難や避難所での暮らしができるよう、地域と協力して防

災・減災対策を進めるとともに、障害特性に応じた防犯施策を推進します。 
 

理解促進、差別の解消及び権利擁護 

方針   障害の有無により分け隔てられることのない社会の実現に向けた
施策の充実 

障害に対する適切な理解を促進するため、多様な場面や媒体で広報・啓発活動を行うとと
もに、地域での交流活動を推進します。また、障害のある人への虐待防止や権利擁護に関す
る施策を推進します。 
 

市⺠協働、地域ネットワーク 

方針   市⺠協働と地域ぐるみによる地域福祉のための施策の充実 
福祉のまちづくりを推進するため、ボランティア等の市⺠活動への⽀援を推進するととも

に、地域ネットワークの強化を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

 分野６ 
 

 分野７ 
 

 分野８ 
 

 分野９ 
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４ 施策の体系 

 
 基本理念、分野別方針等について、体系化して示すと次の通りです。 

以下の施策の体系に基づき、第４章で障害者施策を展開します。 
 
 
 

 
 
 
 
 

分野 施策 

１ 生活支援 
１ 地域生活支援体制の整備 
２ 自立を促す福祉サービスの充実 
３ 自立生活を支える施設等の整備促進 

２ 保健・医療 １ 疾病の予防と早期発見、適切な健康管理 
２ 医療体制等の充実 

３ 保育・教育・生涯学習 
１ 就学前保育・教育の充実 
２ 学校教育の充実 
３ 生涯学習環境の整備 

４ 文化、芸術・スポーツ等 １ 文化、芸術・スポーツ活動の推進 
２ 指導者・ボランティアの確保 

５ 雇用・就業 １ 雇用の促進と就労機会の拡大 
２ 福祉的就労の充実 

６ 生活環境 １ 福祉のまちづくりの推進 
２ 移動・交通対策の推進 

７ 災害・防犯対策 １ 防災・防犯体制の整備 

８ 理解促進、差別の解消及び 
権利擁護 

１ 広報啓発活動の充実 
２ 啓発教育や交流の促進 
３ 権利擁護等の推進 
４ 障害を理由とする差別の禁止 

９ 市⺠協働、地域ネットワーク １ 市⺠との協働と地域課題への対応 
２ 地域福祉活動の推進と地域ネットワークの形成  

⼀⼈ひとりの⼈権を尊重し、誰もが⾃⽴し、共に⽣き、 
社会参加しやすいまちづくり 

障害者の主体性・⾃⽴性の確⽴ 
障害特性や複合的困難に配慮したきめ細かい支援 
障害のある人もない人も互いに支え合う地域社会の構築 

≪基本理念≫ 

＜計画推進の視点＞ 
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第４章 障害者施策の展開 
 

分 野 １ 生活支援 
方針   日常生活や社会生活を営むための支援の充実 

 

施策１ 地域生活支援体制の整備 

  現状・課題  

障害者が地域の中で生き生きと暮らしていくためには、障害の部位、障害の程度、社会状
況や年齢など多様なニーズに対する相談やサービスに対応できるよう、関係機関との連携が
重要となり、切れ目のない支援体制が求められています。 

また、障害者総合支援法はじめ関連する法律における改正等の動向に留意しながら、適切
な支援の見直しについても、状況に応じて検討していく必要があります。 
 
  施策の展開  

①相談体制の連携と充実 
障害者の多様なニーズに対応するため、保健・医療・福祉の関係機関などとの連携強化に

よる総合的・専門的な相談窓口の整備や、訪問などによる事業所への指導などにより、障害
者が相談しやすい体制の整備、充実を図ります。 
 また、障害のある子どもの多様なニーズに対応した、地域における中核的な療育機関であ
る児童発達支援センターの設置に向けて、関係機関と連携して準備します。 
 
②ライフステージに合わせた支援体制の整備 

ライフステージの変化によって支援が途切れることのないよう、関係機関が連携して情報
共有等を行い、切れ目のない支援体制の構築を図ります。 
 
③障害者相談支援センターの活用 
地域の相談支援の中核的な役割を担う機関として設置された障害者相談支援センターにお

いて、総合的・専門的な相談支援の実施、地域の相談支援体制の強化、地域移行・地域定着の
促進、権利擁護・虐待防止の取組、障害者地域自立支援協議会の運営の補助等を行っていき
ます。 
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また、障害者相談⽀援センターの役割について、市⺠や事業所等への周知啓発に努め、利
用促進を図ります。 

 
④ピアカウンセリングの充実 

障害者自身がカウンセラーとなって、同じような立場や状況にある障害者に対し、平等な
立場で自立生活の実現に向けた相談援助活動を行うピアカウンセリングの充実を図ります。 

 
⑤施設⼊所者の地域⽣活移⾏⽀援 

障害者支援施設などへの入所者または精神科病院に入院している人の地域移行を支援する
ため、住居の確保や外出時の同行、障害福祉サービスの体験的な利用支援、地域相談支援体
制の整備など、必要な支援を行う地域生活支援拠点等の整備及び運用について、保健所や医
療機関及びサービス提供事業所などと連携して行います。 
 
⑥在宅障害者の地域生活支援 
在宅障害者が、安心して暮らしていけるよう、相談支援体制の整備、自立生活援助などの
訪問系サービスの利用援助、社会資源の活用支援など地域生活支援に取り組みます。 

 
⑦発達障害のある子ども及び発達障害者に対する支援体制の整備 
発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者等及びその家族等への支援が重要で

あることから、保護者等が適切な対応ができるよう、ペアレントプログラム等の支援プログ
ラムについて継続的に支援できるよう体制の整備に取り組みます。 
 
⑧精神障害者の地域生活支援体制の整備 
地域で生活する精神障害者とその家族を支援し、精神障害者の自立と社会参加を促進する

ため、保健所や医療機関及びサービス提供事業所などの関係機関との情報共有などの連携に
より、支援体制の整備を図ります。また、必要となる情報の提供や相談体制の充実、サービ
スの利用援助など、精神障害者の地域生活支援に向けて取り組みます。 

 
⑨⾼次脳機能障害、強度⾏動障害、依存症などの新たな課題への支援体制の整備 
高次脳機能障害、強度行動障害、依存症などの新たな課題について、その特性に関連して
必要となる情報の提供や周知啓発を図ります。 

また、関連機関との情報共有、人材育成等を通じて支援体制の整備を図ります。 
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⑩レスパイト事業の推進 
保護者の就労機会の創出や負担の軽減を図るため、特別な⽀援を必要とする⼦どもの⻑期
休暇時における日中活動の場の確保について、事業所間のネットワーク化を進めることで利
便性を高めるとともに、放課後等デイサービスなどの充実を図ることにより、レスパイト事
業を推進します。 

 
 
施策２ ⾃⽴を促す福祉サービスの充実 

  現状・課題  

障害者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、在宅生活の支援や意思疎通支
援など、自立生活を促す支援体制を充実させていくことが重要であり、個々の状況やニーズ
に合わせたきめ細かい支援が求められています。 

障害者を取り巻く様々な環境の変化の中で、障害者の状況やニーズに応えていくため、在
宅生活を支える支援体制の整備に努め、今後も一層の拡充を図っていく必要があります。 
 
  施策の展開  

①福祉サービスの充実 
障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉支援計画において、今後の事業計画と

障害者やその家族の要望を踏まえ、必要に応じたサービス量の確保に努めます。 
また、福祉サービスの人材の確保・育成のため、研修の実施や参加促進、多職種間での連
携、職場の改善等を行うとともに、審査結果及び指導監査結果の共有によるサービスの質の
向上を図ります。 

 
②介護保険制度と福祉サービスの連携 

障害福祉制度と介護保険制度のサービスは類似するものが多く、障害者のニーズは多岐に
わたるため、両制度の対象者に対し、関係機関相互の連携による配慮を行います。 

また、障害者が高齢になっても必要に応じ、継続して同じサービスを利用し続けられるよ
う、事業所の共生型サービスの実施を促進します。 
 
③⼿当・医療費助成等の制度の周知 

障害者手帳の新規取得者及び県外からの転入者に対して、年金や諸手当、医療費助成、障
害福祉サービスの利用者負担の無料化などの各種支援制度を運用し、経済的な自立を支援し
ます。また、県や医療機関、事業者と連携を図り、制度の周知を図ります。   
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④意思疎通支援の充実 
市に手話通訳者を設置するとともに、手話通訳者や要約筆記者の養成・確保、点訳サービ

スやＩＣＴの活用などを図り、コミュニケーションに支障がある障害者の意思疎通支援の促
進を図るとともに、意思決定支援についての理解や普及を促進します。 

また、支援の継続にあたり、社会福祉協議会やボランティア団体、近隣市町村と広域連携
を図り、支援体制の充実に努めます。 
  
⑤補装具、日常生活用具などの給付 

障害者手帳所持者や難病患者などの在宅生活を支援するため、車いすや歩行支援用具など
の補装具費支給制度やストマ用装具などの日常生活用具給付制度、障害福祉サービスについ
て、周知を図るとともに給付を実施していきます。 
 
 
 

施策３ ⾃⽴⽣活を⽀える施設等の整備促進 

  現状・課題  

本市では地域で暮らすための基盤整備などを進めていますが、十分とは言えない状況であ
り、一層の充実が求められています。 

障害者の住み慣れた地域での生活を可能とするため、グループホームなどの居住施設や既
存施設の活用による利便性の向上に向けた取組が必要です。 
 
  施策の展開  

①グループホームの整備促進 
障害者が地域において生活する場となるグループホームの整備について、事業者への必要

な情報提供や、補助金による設置の支援、国や県などへ支援を働きかけることにより整備促
進を図っていきます。 
 
②広域的な施設整備の促進  
入所施設（特に重度障害者）の広域的な整備について、家族等支援者からの要望が非常に
高まっていることを踏まえ、障害者地域自立支援協議会で協議し、県などに積極的に働きか
けを行っていきます。 
 
③市営住宅の活⽤  

市営住宅について、障害者の優先入居や家賃の減免、低層階への住み替え制度などの周知
を図り、自立支援の拠点としての利便性の向上に努めます。  



36 

 

分 野 ２ 保健・医療 
方針   地域に根ざした保健・医療サービス提供体制の充実 

 

施策１ 疾病の予防と早期発⾒、適切な健康管理 

  現状・課題  

充実した生活を送るための基本は健康であり、疾病予防、リハビリテーション、在宅ケア
などの切れ目のない支援体制づくりや、障害の予防や早期発見、早期対応のための相談体制
の充実、医療機関等の関係機関との連携が求められています。 
特に成⻑・発達に不安や障害の疑いがある⼦どもの対応にあたっては、子どもの特性を理

解することが必要であり、保護者の育児不安の解消や問題解決に向けた支援と、心理的ケア
が必要です。 

また、精神保健福祉対策については、急増するこころの病に対し、自身のこころとの付き
合い方などに気づく予防対策が重要です。精神障害や精神障害者に対する理解を促進すると
ともに、こころの病が進行してしまった際には、福祉や医療などの関係機関の連携による包
括的な支援を図っていくことが必要です。 
 
  施策の展開  

①⺟⼦健康管理対策の推進  
乳幼児健康診査を実施し、発達の遅れや疾病を早期に発見し、適切な支援や療育につなげ

ます。 
また、精神的に不安定な⺟親も安定した⼦育てが実施できるよう、妊娠期からの切れ目の

ない支援を行います。 
 
②成⼈健康管理対策の推進 

様々な障害の原因となる生活習慣病の予防啓発を行います。 
 
③健診事業の推進 
特定健診及び後期高齢者医療健診の受診や、⻭科医師会と連携した障害者⻭科健診事業の

実施を通じた啓発を行い、早期発見と適切な治療につなげます。 
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④精神保健福祉対策の推進 
精神保健福祉関係機関や関係団体などと連携を強化する中で、相談体制の充実を図ります。 

また、精神障害者の社会復帰に向け、日中の居場所や就労に関して、相談支援の活用や医療
へのつなぎを目的とした関係機関との連携など、包括的な支援策の充実に努めます。 
 
⑤難病保健医療相談・情報提供の充実 
難病患者からの相談に際し、難病保健医療については、保健所への案内を確実に行うこと

で医療支援を行います。 
 
 
 

施策２ 医療体制等の充実 

  現状・課題  

障害を軽減し、障害者の自立を促進するためには、医療やリハビリテーションが重要な役
割を果たしており、身近な地域で治療や対応が行えるよう、地域の医療機関の連携を強化す
る必要があります。 

また、住み慣れた地域で安心して生活していくために、在宅でも医療やリハビリテーショ
ンが切れ目なく受けられるよう、医療と介護、福祉サービスの相互の連携強化が必要とされ
ています。 
 
  施策の展開  

①医療・リハビリテーションの充実 
医療機関をはじめとした関係機関と連携をとりながら、医療やリハビリテーションの充実

に努めます。 
また、障害者などが地域で安心して、身近な場所で医療を受けられるよう、地域の医療機

関相互の連携強化に向けた支援に努めます。 
 
②かかりつけ医の啓発  

障害・疾病等の重度化の防止や早期の対応を行うため、かかりつけ医を持つことについて
啓発を図ります。 
 
③児童精神科医療体制の充実  
児童・思春期精神疾患に精通した医師の確保について関係機関への働きかけを検討します。 
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④在宅医療と福祉サービスの連携強化  
医師や⻭科医師、薬剤師、⺠間事業者などの多職種による切れ目のない在宅医療を推進す

るため、関係機関や行政などによる協議・情報交換の場を設けるとともに、東三河ほいっぷ
ネットワーク等のＩＣＴを活用し、連携強化を図ります。 
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分 野 ３ 保育・教育・生涯学習 
方針   相互に人格と個性を尊重し合う教育体制の充実 

 

施策１ 就学前保育・教育の充実 

  現状・課題  

障害の多様化が進み、保育現場における受け入れ体制の構築が課題となっています。特に
発達の著しい時期の子どもへの支援等の充実が求められます。 

また、特別な支援が必要な子どもの保育にあたっては、保健、医療、福祉等の関係機関と
の連携促進が求められています。 

すべての子どもたちが同一の場で遊びや生活を共にできるような教育は、子どもに対する
理解促進や発達促進のため、重要であると言えます。子どもたち一人ひとりのこころの成⻑
や自立を促すためにも、支援の方法について検討が必要です。 
 
  施策の展開  

①特別な支援が必要な子どもへの保育の推進 
特別な支援が必要な子どもの保育にあたって、関係する医療、保健、福祉、教育などの専
門機関との連携を強化し、切れ目のない支援を行える環境を整えます。 

また、特別な支援が必要な子どもへの保育の利用ニーズの高まりに対応するため、地域の
バランスを考慮しながら加配保育の実施園を小学校区に１園を目標に拡大します。 
 
②交流保育の実施 
幼い頃からすべての子どもたちが遊びや生活の場を共有し、子どもの福祉のこころの育成

や、特別な支援が必要な子どもに対する理解を促します。 
 
③指導内容の充実 

医療、保健、福祉、教育などの専門機関と連携し、訪問療育などを通じて、特別な支援が必
要な子どもの発達年齢に応じたかかわり方の習得を支援します。また、関係職員の各種研修
等への参加による専門的な知識・技術の習得を促進し、特別な支援が必要な子どもへの保育
に対するきめ細やかな対応を図ります。 
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④重症⼼⾝障害児及び医療的ケア児に対する⽀援体制の充実 
重症心身障害児や医療的ケア児のニーズを把握し、短期入所などの対応可能な事業所を確

保します。 
また、総合的な支援体制の構築に向け、関連分野の支援を調整するコーディネーターを適
正に配置し、相談体制の強化を図ります。 
 
 
 

施策２ 学校教育の充実 

  現状・課題  

学校教育においては、障害の有無にかかわらず個人を尊重し、充実した学校生活が送れる
よう、すべての子どもたちが地域の学校で共に学び、互いに支え合う教育環境づくりを進め
ることが大切です。 

国では、インクルーシブ教育制度が推奨されており、個別の教育的ニーズを必要とする児
童生徒に対して、適切な指導、支援を行うための特別支援教育の体制づくりや、教育環境の
整備が求められています。 
発達の状態や適応の状況に応じた配慮の充実を図ることや、学校、保護者、子どもなどの

障害の理解を深めるための取組を推進することが必要です。 
 
  施策の展開  

①特別支援教育の充実 
特別支援教育コーディネーターや通常の学級担任を対象とした研修及び早期支援のための

保育士を対象とした研修を実施し、個別のニーズに応じたツールの活用や授業のユニバーサ
ルデザイン化などを行いつつ、適切な指導及び支援体制の充実を図ります。 
 
②個別の教育支援計画の作成 
特別な支援が必要な子どもの状態を把握し、個々の能力を高め、生活や学習上の困難を改
善または克服できるよう、関係機関の連携を図るとともに、児童生徒の適切な支援のために
個別の教育支援計画を作成します。 
 
③介助などが必要な児童生徒への支援 

状況に応じて介助や個別対応が必要な児童生徒の学校生活を支援するため、学校の要望を
踏まえて特別支援教育支援員の配置を進めます。 

また、より適切な支援を図るため、支援員の研修会を行います。 
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④就学・教育相談の充実 
特別な⽀援が必要な⼦どもの発達・成⻑にあった教育を進めるため、保育園、幼稚園、特

別支援学校や専門機関と連携を強化し、教育上の諸問題についての相談・指導を適切に行う
就学相談・教育相談の充実を図ります。 

また、多様な相談内容や個別のニーズに対応できるよう、専門性の高い職員の確保・育成
に努めます。 
 
⑤教育支援体制の充実 
適切な教育支援を推進するため、各小中学校における特別支援教育コーディネーターや教

育専門相談員が施設・園への訪問などを行い、対象者の様子や支援状況などの情報収集をし
ます。 

また、市教育支援委員会の開催や計画的な校内教育支援委員会の開催等、個々に合わせた
支援内容の充実を図ります。 
 
 
 

施策３ 生涯学習環境の整備 

  現状・課題  

障害者が学校卒業後も生涯を通じて学びや交流等の様々な機会に親しむことができるよう、
障害者の生涯学習環境を整備することが求められています。 
地域や社会への参加を促進するための学びの場を、障害者のニーズに応じて適切に提供す

る体制づくりが必要です。 
 
  施策の展開  

①情報提供の推進 
障害者が生涯学習に興味を持ち、活動をはじめるきっかけとなるよう、市ホームページを

はじめ、障害者に対して、情報提供を積極的に行います。 
また、生涯学習情報の積極的な提供を可能とするため、様々な方法により情報提供ができ

るよう努めていきます。 
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②学習機会の提供 
障害者を含むあらゆる市⺠へ学習の機会を提供し、誰もが参加しやすい講座の整備に努め

ます。 
また、障害者の参加を促進するため、ライフステージに応じた講座の企画、各種学習の機

会や講演会などへのガイドヘルパーや手話通訳者、要約筆記者の配置について、配慮を進め
ます。 
 
③図書館サービスの充実 
電子書籍等のアクセシブルな環境の提供を継続的に実施するとともに、ジオスペース館に

おける字幕上映を実施するなど、障害の種類、程度に応じた配慮や設備の整備に努めます。 
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分 野 ４ 文化、芸術・スポーツ等 
方針   生きがいを持てるライフスタイルづくりの支援 

 

施策１ 文化、芸術・スポーツ活動の推進 

  現状・課題  

文化、芸術・スポーツ活動などの体制を充実することは、障害者の生きがいや社会参加の
促進につながり、生活の質の向上を図るために重要な役割となっています。そのため、文化、
芸術・スポーツ活動の参加への多様な支援が求められています。 

障害者を対象としたスポーツ大会、舞台公演や展覧会の開催などの取組や障害者のニーズ
の多様化に対応した取組を行うとともに、誰でも気軽に参加できるような環境等の整備や配
慮を行う必要があります。 
 
  施策の展開  

①文化、芸術活動に関する情報提供 
障害者が文化、芸術活動に興味を持ち、活動をはじめるきっかけとなるよう、市ホームペ

ージをはじめ、障害者に対してアクセシブルな情報提供を積極的に行います。 
 
②文化、芸術活動の支援 

障害の種別や程度に関係なく、誰でも気軽に文化・芸術を親しむことができるよう、障害
者団体などと連携し、文化・芸術に関する情報の収集と提供に努めるとともに、障害者によ
る文化活動の周知を図ります。 

また、地域に出向くアウトリーチ活動の取組を行います。 
 
③スポーツ活動の支援 

障害の種別や程度に関係なく、誰でも気軽にスポーツに親しむことができるよう、スポー
ツに関する情報の収集と提供に努めるとともに、障害者スポーツに必要な環境整備に向け、
取り組みます。 

また、関係機関と連携しながら、障害者団体が主催する障害者スポーツ大会を支援し、障
害者スポーツの普及に努めます。 
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④文化、芸術・体育施設等の充実 
障害者の文化、芸術・スポーツ活動を支援するため、障害者に配慮した施設の整備や備品

の購入などを計画的に実施し、利便性の改善を図ります。 
 
  

施策２ 指導者・ボランティアの確保 

  現状・課題  

文化、芸術・スポーツ活動における、障害の状況に応じた指導が行える指導者が十分でな
い現状となっており、人材の発掘や確保が求められています。 

また、こうした指導者やボランティアが不足する中でも、有効な支援につなげることがで
きるよう、広域的に人材の派遣を行える仕組みづくりについても検討が必要です。 
 
  施策の展開  

①指導者確保の促進 
スポーツ協会や文化、芸術団体などと連携を図り、障害の状況に応じた指導のできる専門
家による⽀援や、障害者団体との連携に努め、とよかわボランティア・市⺠活動センターへ
の登録を促進します。 
 
②派遣体制の充実 
スポーツ協会や⽂化、芸術団体、とよかわボランティア・市⺠活動センターなどにおいて
登録や把握している文化・スポーツ活動の指導者やボランティアの人材を紹介し、情報提供
を通じた派遣体制を充実します。 

また、障害者の参加を受け入れている文化、芸術・スポーツ活動団体について紹介を行い、
障害者からの求めに応じた支援について検討します。 
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分 野 ５ 雇用・就業 
方針   自立と社会参加を促す就労の総合的な支援 

 

施策１ 雇用の促進と就労機会の拡大 

  現状・課題  

企業における障害者雇用の割合は以前より伸びていますが、実際の雇用環境をめぐる相談
や職場定着に至らない状況もあることから、雇用の拡大の促進と合わせて、雇用環境の質を
上げていくための施策が求められています。 

就労は自立した生活の基盤となるとともに、生きがいや社会参加の面でも重要な要素とな
っています。障害者の能力や適性に応じた就労の場を確保していけるよう、ハローワーク（公
共職業安定所）をはじめとする関係機関への働きかけを行うとともに、就労に関する相談体
制の充実を図る必要があります。 
 
  施策の展開  

①障害者雇⽤に対する理解促進 
ハローワーク（公共職業安定所）などの関係機関や関係部署と連携を図り、企業や市⺠の

理解を促進する啓発活動を行います。 
 
②企業の障害者雇用の促進 
企業が障害の特性や必要な配慮を理解した上で障害者雇用が行われるよう、企業訪問によ

る障害者雇用アセスメントを実施するとともに、助成制度などの情報提供を行います。 
 
③就労に関する相談支援体制の充実 

障害者の就労に関する相談・援助体制として、関係機関のジョブコーチ(職場適応援助者)に
よる人的支援や、就労後の職場への定着支援などの充実を図ります。 
 
④市の障害者雇用の促進 

市職員の障害者雇用のあり方を検討し、雇用の促進を図ります。 
また、障害者が市役所の軽易な作業を行い、就労に資する業務体験を積む場として、障害

者ワークステーションでの採用を行います。 
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⑤職業訓練の場の充実 
障害者雇用に関する情報を収集するとともに、愛知障害者職業能力開発校やハローワーク
(公共職業安定所)などの関係機関・関係部署と連携し、職業訓練の場の拡大を図る施策につい
て、検討を行います。 
 

  
施策２ 福祉的就労の充実 

  現状・課題  

福祉的就労の場は、⽇中活動の場、社会参加の場、⺠間企業へ就労するための訓練の場と
して重要な役割を果たしており、個々の状況に応じた福祉サービスの提供が求められていま
す。 
広報活動や関係機関への働きかけなどを通じ、就労の状況を把握しつつ、就労環境整備の

促進に向けた取組が必要です。 
 
  施策の展開  

①就労支援施設等の整備支援 
一般就労が困難な障害者の福祉的就労の場として、就労継続支援などの福祉サービスをニ

ーズに合わせて提供できるよう検討します。 
また、就労支援施設の開設を希望する事業者などに対し、働きかけを行います。 

 
②自主製品等の PR 支援 

福祉施設や作業所の自主製品等の展示や販売について、公共施設や福祉ショップの活用、
豊川市障害者共同販売店「ちょいすとっぷ」の出店機会の創出などを通じた支援を行います。 

また、市が開催するイベントなどの記念品として、障害者施設の自主製品を活用するとと
もに、ＰＲ活動に役立てます。 
 
③就労支援施設への支援 

障害者優先調達推進法に基づき、福祉的就労を行う就労支援施設などからの市における物
品の調達等を促進し、障害者雇用と障害者の経済的自立を支援します。 
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分 野 ６ 生活環境 
方針   暮らしやすい生活環境の整備を推進するための施策の充実 

 

施策１ 福祉のまちづくりの推進 

  現状・課題  

障害者が地域で安心して生活するためには、障害者に配慮した施設等の普及や、建物、道
路、情報などのユニバーサルデザイン化やバリアフリー化が求められています。 

本市でも既存の公共施設などについては、多目的トイレや自動扉の設置、スロープなどに
よる段差の改善等バリアフリー化を進めていますが、障害者が地域社会の中で自立した日常
生活を営んでいくには進捗状況は十分とは言えず、引き続き県の条例などを踏まえつつ、計
画的なユニバーサルデザイン化やバリアフリー化を図る必要があります。 
 
  施策の展開  

①公共施設の整備 
公共施設について、誰もが安全に楽しく利用できるよう、スロープや視覚障害者誘導用ブ
ロック、多目的トイレの設置などバリアフリーに配慮した整備を推進します。 

また、大規模な施設には優先的に障害者対応設備を設置するよう努めるとともに、施設の
新設や大規模な改修などを実施する際には、障害者や家族などの要望を踏まえたユニバーサ
ルデザインに配慮した整備方法を検討します。 
 
②公園・緑地の整備 
総合公園をはじめとする都市公園や緑地について、誰もが安全に楽しく利用できるよう、

スロープや手すり、多目的トイレの設置など、バリアフリーに配慮した整備を計画的に推進
します。 
 
③道路の整備 
誰もが安心・安全に道路を利用できるよう、要望等を考慮して、歩道と車道の段差改善、

視覚障害者誘導用ブロックの設置など、障害種別に応じ、バリアフリーに配慮した整備を推
進します。 

また、豊川市バリアフリー基本構想に基づき、特定旅客施設（鉄道駅等）周辺の整備状況
を踏まえ、バリアフリー化の推進に向け検討します。 
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④居住の場の改善に対する助成制度の周知 
日常生活用具の給付制度の対象範囲を、社会生活の変化に合わせ、状況に応じた見直しを
行います。 

また、制度の有効活用を図るため、今後も広報や市ホームページなどでその周知を図って
いきます。 

 
 
  

施策２ 移動・交通対策の推進 

  現状・課題  

鉄道やバス路線等の公共交通機関は、障害者の行動範囲を広げる大切な移動手段であり、
利用に配慮した環境整備が求められています。 
安心して街中を移動できる環境整備の充実を図るとともに、障害者自らが必要とする際に

利用可能な移動手段である自家用車やタクシーなどの利用について、利便性の高い支援方法
を検討していく必要があります。 
 
  施策の展開  

①公共交通機関の整備促進 
関係機関・交通事業者と連携を図りながら、駅のバリアフリー化やバスの利用者に対する

利便性の向上に努めます。また、市内の主要なバス停にベンチを設置するなど、待合環境の
整備を推進します。 
 
②交通安全施設の整備 
視覚障害者誘導⽤ブロックの設置などの交通安全施設の整備充実を図るため、周辺住⺠の

理解促進を進め、利便性の促進を図ります。また、歩行者用空間の放置自転車や違法駐車を
なくすよう、関係団体や関係機関との連携強化と、市⺠モラルの向上のため広報活動に努め
ます。 
 
③移動⼿段における助成制度等の適切な運⽤及び周知 

自動車改造費助成、福祉タクシー助成など、移動手段に関する助成制度等を適切に運用で
きるよう、助成内容や交付方法などの検討を行います。 

 
④各種料⾦等の軽減 
公共交通料金や有料道路通行料などの各種料金の軽減の充実に向け、関係機関に働きかけ

を行い、利用を促進します。  
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分 野 ７ 災害・防犯対策 
方針   安全・安心な生活のための防災・防犯対策の充実 

 

施策１ 防災・防犯体制の整備 

  現状・課題  

災害発生時や避難時には、速やかな行動とそれを可能とする事前の準備が重要となるため、
正確な情報を入手できる環境づくりや啓発活動、避難時における支援体制の充実が求められ
ています。 
避難訓練の実施や個々の状況に合わせた避難行動計画の作成など、支援体制の充実に向け

た取組が必要となります。 
また、防犯対策としては、防犯関係団体や警察などの関係機関と連携し、啓発活動を実施

するとともに、増加する障害者を狙った消費トラブル等について、支援と啓発を図る必要が
あります。 
 
  施策の展開  

①緊急通報体制の充実 
聴覚障害者世帯などへの緊急通報ファックス、ＮＥＴ１１９への登録を促進するとともに、
情報提供及び通信手段として、パソコンやスマートフォンなどの活用を図ります。 

また、防災情報・気象情報を登録した携帯電話やパソコンに電子メールで配信する「とよ
かわ安心メール」の登録者を増やすため、町内回覧や地区の防災訓練などで周知します。 
その他、災害発生後の避難所の開設については、市ホームページや地元のケーブルテレビ

などを活用し、情報提供を行います。 
 
②地域の連携による避難誘導体制の整備 

災害時の地域と連携した障害者等の支援体制の構築を図るため、自主防災会の活性化を図
るとともに、地区の防災訓練への参加を促進します。 
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③避難⾏動要⽀援者⽀援制度の活⽤促進 
避難行動要支援者の状況を把握するため、未登録者への再通知などを通じて避難行動要支

援者支援制度の周知・登録促進を図るとともに、各自主防災会による個別支援計画の作成を
促進します。また、登録者を対象に緊急情報キットを配布し、災害時や救急搬送時に役立て
ます。 
 
④防災・減災知識の普及促進 

障害者に対し、防災講話や地区の防災訓練などを通じ、防災知識の普及に努め、防災意識
の高揚を図ります。 
また、市⺠に配布している地震や風⽔害に関する内容が記載された防災パンフレットを活

用し、啓発に努めます。 
 

⑤地域防災計画に根差した豊川市福祉避難所マニュアルの活用 
障害者に配慮した地域防災計画の作成・見直しを行うとともに、防災訓練の実施に努めま

す。 
また、障害者の避難先となる福祉避難所の運営方法を定めた「豊川市福祉避難所運営マニ
ュアル」について、障害者や障害者家族等の支援者の意見等を踏まえた見直しを行うととも
に、福祉避難所の開設・運営訓練にも取組、マニュアルの周知と実践的な活用を推進します。 
 
⑥防犯対策の推進 

障害のある人を狙った詐欺や消費トラブルを防ぐため、防犯への意識啓発を行うとともに、
障害者支援施設の安全体制確保について、事業所と連携して検討します。 
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分 野 ８ 理解促進、差別の解消及び権利擁護    
方針   障害の有無により分け隔てられることのない社会の 

実現に向けた施策の充実 
 

施策１ 広報啓発活動の充実 

  現状・課題  

障害者への支援において、多様化するニーズや社会情勢の変化に合わせた対応を行ってい
く上では、市⺠一人ひとりが障害者福祉への関心と障害への理解を深めることが求められて
います。 
そのため、広報・啓発、障害者団体との連携などの活動を引き続き推進するとともに、講
演会等の実施により、障害者理解を促進していく必要があります。 
 
  施策の展開  

①広報活動の充実 
広報や市ホームページなど、市⺠の利⽤度が⾼い情報源における情報提供を充実し、障害

者への理解を深めるため、広報活動に努めます。 
また、必要に応じたリーフレットやチラシの作成など、提供する情報に合わせて効果的な

方法を検討しながら、情報提供を行います。 
 
②啓発活動の実施 

障害者週間や各種イベントなどを通じて、関係団体と連携し、障害者に関する啓発活動に
取り組みます。 
 
③講演会や福祉講座の充実 
手話講習会など既設の講習会について内容の充実を図るとともに、障害者の求めに応じた
講習会を検討するなど、参加意欲の高まる企画に取り組みます。 

また、障害者福祉にかかわる各種講演会や講座の開催に努め、障害者理解の機会創出を図
ります。 
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④障害者団体との連携 
障害者団体の活動への参加あるいは支援を通じ、交流を深めるとともに、懇談会の開催や

機会を捉えての意見交換など、連携体制の強化と障害者をめぐる現状把握のための取組を実
施していきます。 
 
  

施策２ 啓発教育や交流の促進 

  現状・課題  

障害者への理解が進んだ共生社会の実現のためには、子どもの頃から共に育ち、共に学ぶ
経験ができる機会や環境づくりが求められます。 
こうした⼦どもたちの成⻑がこころのバリアフリーを推進し、障害者への理解にあふれた

社会をつくる原動力となります。 
障害者福祉を学ぶ時間を充⾜させ、成⻑段階に合わせて交流できる機会や場を拡充すると

ともに、思いやりと福祉のこころを育むための環境づくりを促進する必要があります。 
 
  施策の展開  

①啓発教育の充実 
小中学校の総合的な学習の時間などで、社会福祉協議会が実施している福祉実践教室と連
携し、障害者福祉にかかわる体験や学習を各学校の実情に合わせて積極的に実施するととも
に、関係団体やボランティア団体などと協力して工夫をすることで、活動内容の充実に取り
組んでいきます。 

また、副読本などを活用し、思いやりと福祉のこころを育てるための啓発教育を促進しま
す。 
 
②交流及び共同学習の推進 
⼩・中学校等の学校教育において、すべての⼦どもたちがふれあい、成⻑段階に合わせて、
相互理解や成⻑を効果的に⾏えるよう、交流及び共同学習を推進します。 

 
③交流の場の確保 

市主催のイベントのバリアフリー化や障害理解促進のための講演会の企画など、すべての
市⺠がふれあえ、障害のある人もない人もお互いの理解を深める機会の創出を図ります。 
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④こころのバリアフリーの取組 
こころのバリアフリーの取組として、関係機関が連携した講演会の開催やイベント等の活

動を実施し、啓発教育を推進します。また、交流の場を確保することで、「障害の社会モデル」
と「障害者差別を行わないこと」に対する理解を促進し、障害者が安全で安心して生活でき
る環境づくりを推進します。 

 
  
施策３ 権利擁護等の推進 

  現状・課題  

ノーマライゼーションの広まりとともに障害者が地域で暮らすための法令等の整備が進め
られてきましたが、障害に対する誤った理解や偏見などにより不利益を被り、不当な扱いを
受けることも少なくありません。虐待防止や権利侵害の防止の重要性が高まる中、その支援
が求められています。 

権利擁護に関する制度の運用については、関係機関と連携・協力を深めつつ、情報提供や
啓発を積極的に行い、利用を支援する必要があります。 
 
  施策の展開  

①⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の利⽤促進 
判断能力の低下などにより権利を侵害されやすい障害者などのために、社会福祉協議会が

実施する福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの生活援助を行う日常生活自立支
援事業を利用するにあたり、適切な支援に努めます。 

また、必要に応じて成年後見制度への移行が行えるよう、連携強化を図ります。 
 
②成年後⾒制度の利⽤促進 

成年後見支援センターや市の窓口で、制度の普及啓発を図るとともに、制度利用の促進に
向けた体制強化に努め、成年後見支援センターや市、ＮＰＯなどが連携し、制度の適切な運
用に取り組みます。 

また、制度を必要とするが、適切な後見人がいない人に対し、法人後見受任による制度の
利⽤⽀援に努めるとともに、市⺠後⾒⼈の育成及び活用についても検討を行います。 
 
③障害者への虐待防止 

障害者虐待防止センターへの通報または届出に基づく障害者虐待に関する対応を速やかに
行えるよう、様々な虐待のケースを想定して、初動体制を重視した体制強化に努めます。ま
た、障害者虐待防⽌に向けた市⺠や関係機関への周知啓発に取り組みます。   
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施策４ 障害を理由とする差別の禁⽌ 

  現状・課題  

平成 28 年４月１日に施行された障害者差別解消法では、障害を理由とする差別の禁止が定
められています。 
公的機関、⺠間事業者共に、より一層の理解の促進と外見からはわかりにくい障害の特性、
複合的に困難な状況に置かれた障害者への配慮等が求められています。 

理解・認識不足による配慮などの欠如があった場合、障害者差別解消法の目的とする共生
社会の実現や社会的障壁の除去が困難となることから、情報提供や啓発事業などの取組を促
進します。 
 
  施策の展開  

①公的機関における障害者への配慮 
行政機関における、障害を理由とした差別的な取扱いの禁止及び障害者または支援者から

意思の表明があった場合の合理的配慮を実践できるよう、職員研修や施設・設備の計画的な
改修による周知・改善を図ります。 

また、公共窓口における障害者への応対について、適切な配慮により誰もが安心して訪れ
ることができるよう、「公共サービス窓口における配慮マニュアル」（障害者施策推進本部：
内閣府）に基づいた取組を推進します。 
 
②⺠間事業者への周知啓発 
⺠間事業者における、障害を理由とした差別的な取扱いの禁⽌及び障害者または支援者か

ら意思の表明があった場合の合理的配慮を推進するため、障害者差別解消法の周知啓発及び
障害特性や配慮のあり方に関する理解促進について取り組みます。 
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分 野 ９ 市⺠協働、地域ネットワーク 
方針   市⺠協働と地域ぐるみによる地域福祉のための施策の充実 

 

施策１ 市⺠との協働と地域課題への対応 

  現状・課題  

誰もが必要に応じた支援を受けつつも、それぞれの役割を持ち、みんなが支え合いながら、
暮らしていく共生社会の実現のために、地域に必要な社会資源の創出をする地域支援への取
組や世代や分野を超えてつながる協働が求められています。 
多様化・複雑化する市⺠ニーズや地域課題へ対応するためには、市⺠活動団体や企業など
多様な主体が連携して取り組む環境づくりの促進が必要です。 
 
  施策の展開  

①市⺠意識の醸成 
市⺠活動の活性化を図るため、体験講座の開催などにより、新たな⼈材の育成・確保を図
るとともに、養成講座の開催などにより、市⺠活動団体を⽀えていく⼈材を育成します。 
また、市⺠のボランティアや市⺠活動への参加を促すため、市⺠活動団体や企業などが⾏

う地域貢献活動等の情報を収集し、情報誌やインターネット等様々な媒体を活用し、効果的
な情報提供を行い、協働意識の醸成を図ります。 

 
②障害者地域⾃⽴⽀援協議会の運営 
地域の障害福祉に関するシステムづくりの中核的な役割を果たす協議の場として、障害者

相談支援センターと協力しながら、障害者地域自立支援協議会の運営にあたります。 
また、地域課題の整理や課題抽出を進めることで、障害者地域自立支援協議会としての役
割を果たしていけるよう努めます。 
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施策２ 地域福祉活動の推進と地域ネットワークの形成 

  現状・課題  

障害者を含めすべての市⺠が住み慣れた地域で共に⽣活し活動していくためには、地域福
祉活動において、障害者本人と、家族、介護者、障害者団体及びボランティア団体などの支
援者等との交流の場の提供や、ボランティア活動、市⺠活動を⾏う団体の育成や支援を行う
ことが重要です。 

また、共生社会の実現のために、地域に必要な社会資源を創出する地域支援への取組や世
代や分野を超えてつながる地域ネットワークづくりが求められています。 
そのためには、関係機関との連携強化を図りながら取り組んでいく必要があります。 

 
  施策の展開  

①社会福祉協議会等との連携 
地域福祉推進の中核的な役割を担う社会福祉協議会との連携により、地域住⺠による⼩地
域福祉活動やボランティア活動などの促進とともに、障害者と地域との連携役となる⺠⽣委
員児童委員の相談援助活動などへの支援を行い、地域福祉活動を促進します。 
また、地域住⺠や町内会などの⾃治組織、ボランティア・市⺠活動団体、事業所などが互

いに協力し、特性や専門性を生かしたまちづくりに参加できる環境とネットワークづくりを
推進するため、連携の強化を図ります。 
 
②活動拠点施設の充実 

障害者やその家族・介護者、障害者団体やボランティア・市⺠活動団体の活動や交流の拠
点として、社会福祉会館や地域福祉センターなどの運営やとよかわボランティア・市⺠活動
センターの利用促進を行います。 

また、障害者福祉をはじめとする地域福祉の推進を目的とした団体の活動拠点である、社
会福祉協議会ボランティアセンターへ、利用者の要望等を伝え、地域福祉活動の拠点施設と
して充実が図られるよう働きかけます。 

 
③地域包括支援センター等との連携 
地域包括支援センターをはじめとした関係機関との連携による地域ネットワークの形成を
図り、連携した支援が必要な人に対する相談やサービスの提供を適切に行えるよう努めます。 
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第５章 計画の推進体制 
 
１ 推進に向けた体制 

（１）関係機関との連携 
本計画の推進にあたっては、効果的・総合的な施策の推進を図るため、福祉分野だけでな

く、保健・医療などの様々な関係機関との連携を強化します。 
また、庁内だけでなく、当事者団体や障害福祉の関係団体、事業所など、庁内外の多様な

関係機関との連携を図るとともに、県や近隣自治体とも協力し、障害者施策の円滑な推進を
図ります。 

 

（２）計画の周知・情報提供 
障害者が自分らしく安心して地域で暮らすため、様々な障害者に対する福祉サービスの提
供体制の整備促進に努めるとともに、障害者が必要とするサービスの適切な利用につながる
よう、計画について、市ホームページなどを通じて情報提供に努めます。 
 
 
 
２ 進捗の管理 

（１）関係機関との連携 
本計画の進捗管理・評価を定期的に行うため、当事者団体や障害福祉の関係団体などによ
り構成される障害者地域自立支援協議会に、継続・見直し・改善の観点を踏まえた施策の進
捗状況の評価を毎年度依頼し、その結果を施策に反映していきます。 

 

（２）市役所内関係各課による計画の進捗管理 
市役所内関係各課で構成する検討部会により、定期的な計画の進捗管理に努めるとともに、

計画の総合的な展開・推進を図ります。 
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第６章 資料編 
 
１ 計画策定の経過 

 
（第４次豊川市障害者福祉基本計画策定スケジュール） 

年 月 日 内容 

令和元年 10 月 31 日 

・障害者福祉計画第１回検討部会 
（第３次豊川市障害者福祉計画の事業評価） 

令和２年６月 13 日 

～26 日 

・アンケート調査の実施 

令和２年６月 25 日 

・第１回策定委員会【書面開催】 
（委員委嘱、各計画概要説明、アンケート調査、ヒアリング調査等） 

令和２年７月 15 日 

～８月 14日 

・団体ヒアリング調査の実施 

令和２年９月 24 日 

・第２回策定委員会 
（アンケート、ヒアリング結果報告、各計画素案検討・確認） 

令和２年 11 月４日 

・障害者福祉計画第２回検討部会 
（庁内関係部署意見聴取） 

令和２年 11 月 26 日 

・第３回策定委員会 
（各計画案協議） 

令和２年 12 月 17 日 

～令和３年１月 15日 

・パブリックコメントの実施（30日間） 

令和３年１月 28 日 

・第４回策定委員会 
（各計画最終案協議） 

令和３年２月 ・各計画書及び概要版印刷 
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２ 第４次豊川市障害者福祉計画及び第６期豊川市障

害福祉計画等策定委員会設置要綱 
 
 （目的及び設置） 
第１条 第４次豊川市障害者福祉計画、第６期豊川市障害福祉計画及び第２期豊川市障害児

福祉計画策定（以下「福祉計画」という。）にあたり、福祉計画の基本方針その他必要な
事項について幅広い視野から協議するため、第４次豊川市障害者福祉計画及び第６期豊川
市障害福祉計画等策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

 （組織） 
第２条 策定委員会は、別表に掲げる団体の代表者等で組織し、市⻑が委嘱する。 
 （任期） 
第３条 委員の任期は、委嘱をした日から令和３年３月３１日までとする。ただし、補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 （委員⻑及び副委員⻑） 
第４条 策定委員会に委員⻑及び副委員⻑を置く。 
２ 委員⻑及び副委員⻑は、委員の互選により選出する。 
３ 委員⻑は、委員会の会務を総理する。 
４ 副委員⻑は、委員⻑を補佐し、委員⻑に事故あるときは、その職務を代理する。 
 （会議等） 
第５条 策定委員会の会議は、委員⻑が招集する。 
２ 委員⻑は、会議の議⻑となる。 
３ 策定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 
４ 策定委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことがで

きる。 
 （事務局） 
第６条 策定委員会の事務局は、福祉部福祉課に置く。 
 （委任）  
第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市⻑が別に定める。   
   附 則 
 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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別表（第２条関係） 
 
 豊川市身体障害者福祉協会 
 豊川市視覚障害者福祉部会 
 豊川市ろうあ者福祉協会 
 豊川市知的障害者育成会 
 豊川市肢体不自由児（者）⽗⺟の会 
 豊川呼吸器友の会 
 豊川精神障がい者家族会むつみ会 
 豊川市⺠⽣委員児童委員協議会 
 豊川市ボランティア連絡協議会 
 豊川市社会福祉協議会 
 豊川市社会福祉施設協会 
 豊川市保育連絡協議会 
 愛知県立豊川特別支援学校 
 一般社団法人豊川市医師会 
 一般社団法人豊川市⻭科医師会 
 愛知県豊川保健所 
 愛知県東三河福祉相談センター 
 豊川公共職業安定所 
 豊川市教育委員会 
 豊川市子ども健康部 
 豊川市福祉部 
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３ 第４次豊川市障害者福祉計画及び第６期豊川市障

害福祉計画等策定委員会委員名簿 
  

 氏 名 団 体 名 役 職 

委員⻑ 赤谷アカヤ  雄助ユウスケ 豊川市社会福祉施設協会 会 ⻑ 
副委員⻑ 大髙オオタカ 博ヒロ嗣ツグ 豊川市身体障害者福祉協会 会 ⻑ 

委員 

佐竹サタケ  良明ヨシアキ 豊川市身体障害者福祉協会 
視覚障害者福祉部会 会 ⻑ 

都築ツヅキ  義弘ヨシヒロ 豊川市ろうあ者福祉協会 会  ⻑ 

細井ホソイ  方マサ恵エ  豊川市知的障害者育成会 会 ⻑ 

中村
ナカムラ 道代ミチヨ  豊川市肢体不⾃由児（者）⽗⺟の会 会  ⻑ 

⽯⿊イシグロ 晴代ハルヨ  豊川呼吸器友の会 会 ⻑ 

小林コバヤシ 秀行ヒデユキ 豊川精神障がい者家族会むつみ会 副会⻑ 

内藤ナイトウ 政三マサミ  豊川市⺠⽣委員児童委員協議会 専門委員連絡会会⻑ 

野村ノムラ  公コウ樹ジュ 豊川市ボランティア連絡協議会 会  ⻑ 

⻄⽥ニシタ  紀子ノリコ  豊川市社会福祉協議会 地域包括支援監兼 
障害福祉課⻑ 

菅野スガノ  容子ヨウコ  豊川市保育連絡協議会 会  ⻑ 

藤井フジイ  毅ツヨシ 愛知県立豊川特別支援学校 校 ⻑ 

安形アガタ  俊久トシヒサ 一般社団法人豊川市医師会 理 事 

佐藤サトウ  公彦キミヒコ ⼀般社団法⼈豊川市⻭科医師会 障害者⻭科センター⻑ 

森モリ 幹ミキ奈ナ  愛知県豊川保健所 健康⽀援課課⻑補佐 

杉浦スギウラ 秀則ヒデノリ 愛知県東三河福祉相談センター 地域福祉課主幹 

海光カイコウ 勝カツ徳ノリ 豊川公共職業安定所 所 ⻑ 

小田オダ  敦子アツコ  豊川市教育委員会 学校教育課指導主事 

宇井ウイ  昭典アキノリ 豊川市子ども健康部 部 ⻑ 

桑野クワノ  研吾ケンゴ  豊川市福祉部 部 ⻑ 
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４ 第４次豊川市障害者福祉計画検討部会名簿 
 

 部 名 課 名 補職名 

部会⻑ 福祉部 福祉課⻑ 

部員 

企画部 
人事課 係 ⻑ 
企画政策課 課⻑補佐 
防災対策課 課⻑補佐 

福祉部 介護高齢課 課⻑補佐 
保険年金課 課⻑補佐 

子ども健康部 
子育て支援課 課⻑補佐 

保育課 課⻑補佐 
保健センター 課⻑補佐 

市⺠部 
市⺠協働国際課 課⻑補佐 
人権交通防犯課 係 ⻑ 

文化振興課 課⻑補佐 

建設部 
道路河川管理課 課⻑補佐 
道路建設課 課⻑補佐 
建築課 課⻑補佐 

都市整備部 都市計画課 課⻑補佐 
公園緑地課 課⻑補佐 

消防本部 通信指令課 主 査 
市⺠病院 患者サポートセンター 副主幹 

教育委員会 

学校教育課 指導主事 
生涯学習課 係 ⻑ 
スポーツ課 係 ⻑ 
中央図書館 課⻑補佐 

豊川市社会福祉 
協議会 障害福祉課 課⻑補佐 

事務局 福祉部 福祉課  
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５ 用語説明 

 
あ行 
 

アウトリーチ 

文化活動や社会活動等に機会や関心がない人たちに対し、興味や関
心を持ってもらうため、企画・提供者側から働きかけること。 

アウトリーチとは、手を伸ばす、差し伸べるという意味がある。 

意思決定支援 

自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会
生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるよう
に、可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の
確認や意思及び選好を推定する。支援を尽くしても本人の意思及び選
好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検
討するために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組み。 

医療的ケア 

法律上に定義されている概念ではないが、一般的に学校や在宅等で
日常的に行われている、たんの吸引・経管栄養・気管切開部の衛生管
理等の医療行為を指す。 

インクルーシブ教育制度 

障害の有無にかかわらず、すべての子どもが共に学ぶという理念の
こと。 

    

か行 
    

共生型サービス 

平成 29 年５月に成立した「地域包括ケアシステムの強化のための
介護保険法等の一部を改正する法律」（地域包括ケア強化法）により介
護保険制度、障害福祉制度に創設された。高齢者と障害のある人が同
一の事業所でサービスを受けやすくする。 
※地域包括ケアシステム 

重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮
らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・
介護・予防・生活支援を一体的に提供する体制。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

自宅での生活が困難となった高齢者や障害のある人などが、施設職
員による援助を受けながら少人数で共同生活する住まい。 

強度行動障害 

激しい不安や興奮、混乱の中で、多動、自傷、異食などの行動上の
問題が強く頻繁にあらわれて、日常生活が著しく困難な状態をいう。 

権利擁護 

自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な障害者等に代わ
って、援助者が代理としてその権利やニーズ獲得を行うこと。 
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合理的配慮 

障害者差別解消法において求められている、障害を理由とする差別
の禁止の一つであり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要として
いる旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過
重でないときは、障害者の権利権益を侵害することとならないよう、
社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うこ
と。 

コミュニティソーシャ

ルワーカー 

地域のつながりや人間関係等、支援を必要とする人を取り巻く環境
に配慮し、支援に結びつけるパイプ役として、専門的知識を生かして
活動する人のこと。 

 
さ行 
 

肢体不自由 

身体障害の一つで、四肢（上肢・下肢）や体幹の機能に障害がある
ことをいう。身体障害者福祉法における障害の分類では、最も対象者
が多い。 

児童発達支援 

地域の障害児が通所し、日常生活における基本的動作の指導、自活
に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を受
ける。 

児童発達支援センター 

地域の障害児が通所し、日常生活における基本的動作の指導、自活
に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を受
ける施設。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて
治療を行う「医療型」がある。 

自閉症 

発達障害のうち、広汎性発達障害のひとつ。言語の発達の遅れ、コ
ミュニケーションの障害、パターン化した興味や活動といった特異性
がみられる。 

市民後見人 

弁護士や司法書士などの資格は持たないものの、社会貢献への意欲
や倫理観が⾼い⼀般市⺠の中から、成年後⾒に関する⼀定の知識・態
度を身に付けた良質の第三者後見人等の候補者のこと。 

社会的障壁 

障害者が社会的生活を営む上で妨げとなる、社会的な制度や慣行な
ど。 

就労移行支援 

就労を希望する 65 歳未満の障害者に対して、生産活動や職場体験
などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必
要な訓練、就労に関する相談や支援を行う。 

就労継続支援 (Ａ型) 

企業などに就労することが困難な障害者に対して、雇用契約に基づ
く生産活動の機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練な
どを行う。 

就労継続支援 (Ｂ型) 

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害者に対
し、生産活動などの機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な
訓練などを行う。 
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就労定着支援  

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行し、就労に伴う環境変
化により生活面の課題が生じている障害者を対象に、事業所・家族と
の連絡調整などの支援を一定の期間にわたり行う。 

障害支援区分 

市町村が障害福祉サービスの種類や量などを決定するための判断材
料の一つとして、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要
とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分。 

障害児相談支援 

障害児が障害児通所支援（児童発達支援・放課後等デイサービスな
ど）を利用する前に障害児支援利用計画を作成し（障害児支援利用援
助）、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う（継続障
害児支援利用援助）などの支援を行う。 

障害児通所支援 

児童福祉法に基づく、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後
等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援を指
す。障害児通所支援事業者の指定は都道府県が行う。 

障害者基本法 

身体障害、知的障害または精神障害（発達障害を含む）により、継
続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける人の自立と社
会・経済・文化、その他あらゆる分野の活動への参加を促進すること
を目的とする法律のこと。 

障害者虐待防止法 

障害者虐待の防止や虐待を受けた障害者の保護等を図るための法律
で、平成 23 年６月に成立し、平成 24 年 10月に施行された。障害者
の虐待の防止に係る国や自治体の責務が定められており、市町村には
障害者虐待の通報窓口や相談等を行う市町村障害者虐待防止センター
の機能が求められている。 

障害者権利条約 

平成 18年 12月に国連総会で採択された条約のこと。雇用、教育、
保健・医療、法的権利行使等のあらゆる面における格差をなくすた
め、国連加盟国に対し、市⺠的・政治的権利、教育を受ける権利、保
健・労働・雇用の権利、社会保障、余暇活動へのアクセス等、障害者
保護への取組を求めている。日本は平成 19年９月に署名、平成 26年
１月に締結、同年２月に効力を発生している。 

障害者雇用促進法 

身体障害者雇用促進法が昭和 62 年に改正され、障害者の雇用の促
進等に関する法律に法律名が変更となったものであり、障害者の雇用
義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーション
の措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的としてい
る。 

障害者差別解消法 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律で、平成 25 年６
月に成立し、平成 28 年４月に施行された。すべての国⺠が、障害の
有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合
いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を
推進することを目的としている。  

障害者週間 

障害者基本法に定められ、国⺠の間に広く障害者の福祉についての
関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あら
ゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として設
けられたもの。期間は 12月３日から９日までの１週間。    
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障害者総合支援法 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で、
障害者（児）の有する能力及び適性に応じて、自立した日常生活また
は社会生活を営むことができるよう、自立支援給付の対象者、地域生
活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定
めた障害者自立支援法から法律名が変更となったものであり、平成
24 年６月に成立し、平成 25 年４月に一部施行、平成 26 年４月に一
部施行された。障害者の定義に難病等の追加や障害支援区分の創設、
重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元
化などの見直しを行っている。 
※重度訪問介護 
常に介護を必要とする重度の肢体不自由または重度の知的障害
若しくは精神障害があり常に介護を必要とする人に対して、ホー
ムヘルパー（在宅で福祉の援助を必要とする高齢者や障害者のも
とに派遣されて家事援助・身体介護を行う人）が自宅を訪問し、
入浴、排せつ、食事、調理、洗濯、掃除など、生活全般にわたる
援助や外出時における移動中の介護を総合的に行う。 

障害者地域自立支援協

議会 

豊川市の関係機関によるネットワークを構築し、様々な障害福祉の
課題や困難事例に対する解決方法を検討するとともに、相談支援事業
の中立・公平性を確保するための役割を担う協議会のこと。 

障害者優先調達推進法 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する
法律で、平成 24年６月に成立し、平成 25年４月に施行された。障害
者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めるこ
とにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を
図ることを目的としている。 

小児慢性特定疾病 

慢性的に経過する疾病であること、⽣命を⻑期に脅かす疾病である
こと、症状や治療が⻑期にわたって⽣活の質を低下させる疾病である
こと、⻑期にわたって⾼額な医療費の続く疾病であること、以上の要
件をすべて満たす疾患、疾病のうちから、厚生労働大臣が定める疾患、
疾病のことをいう。 

ジョブコーチ（職場適

応援助者） 

障害者が職場に適応でき、定着できるよう、就職の前後を通じて職
場等に出向いて直接支援を行うほか、事業主等に対しても必要な助言
をする職場適応援助者のこと。 

自立訓練(機能訓練) 

身体障害者または難病患者などに対して、障害福祉サービス事業所
または障害者の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリ
ハビリテーション、生活などに関する相談及び助言などの支援を行
う。 

自立訓練(生活訓練) 

知的障害者又は精神障害者に対して、障害福祉サービス事業所また
は障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事などに関する自立した
日常生活を営むために必要な訓練、生活などに関する相談及び助言な
どの支援を行う。 
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自立生活援助 

障害者支援施設やグループホームなどから一人暮らしへの移行を希
望する知的障害者や精神障害者などに対して、本人の意思を尊重した
地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や
随時の対応により、障害者の理解力、生活力などを補う観点から、適
時のタイミングで適切な支援を行う。 

身体障害者手帳 

身体障害者福祉法に定める身体障害者の証明書であり、視覚・聴
覚・平衡感覚・音声・言語・そしゃく機能・手足（肢体）・心臓・呼
吸器・じん臓・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓機能に一定以上の
永続する障害のある人に、身体障害者であることを証明する手帳のこ
と。障害の程度により１級から６級までの区分がある。 

生活介護 

障害者支援施設などで、常に介護を必要とする人に対して、主に昼
間において、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除など
の家事、生活などに関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支
援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力
の向上のために必要な援助を行う。 

生活習慣病 

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣の影響を受けて
発症する疾病の総称のこと。 

精神障害者保健福祉手

帳 

精神保健福祉法に基づき精神障害の状態にあることを証明する手帳
のこと。障害の程度により１級から３級までの区分がある。 

成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分である
ために法律行為における意思決定が不十分または困難な人について、
その判断能力を補い保護、支援する制度。 

相談支援 

障害者や家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護
のために必要な援助を行い、障害者が自立した日常生活や社会生活を
営むことができるように支援すること。 

相談支援専門員 

障害者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほ
か、サービス等利用計画を作成する人をいう。実務経験と相談支援従
事者研修の受講が要件となる。相談支援事業を実施する場合には、相
談支援専門員を置く必要がある。 

 
た行 
 

多目的トイレ 

高齢者や身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有するトイレの
こと。出入口の幅が 80cm 以上で、腰掛便座、手すり、オストメイト
（人工肛門保有者･人工ぼうこう保有者）対応の水洗器具等が設置され
ていること等の基準を満たすもの。 

短期入所 

自宅で介護を行っている人が病気などの理由により介護を行うこと
ができない場合に、障害者支援施設や児童福祉施設などに短期間入所
した障害者に対して、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行
う。障害者支援施設などで実施する福祉型と、病院・診療所などで実
施し重症心身障害児・者などを対象とする医療型がある。ショートス
テイともいう。 
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地域共生社会 

社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの
縦割りや「⽀え⼿」「受け⼿」という関係を超えて、地域住⺠や地域の
多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながる
ことで、住⺠⼀⼈ひとりの暮らしと⽣きがい、地域を共に創っていく
社会。 

地域生活支援拠点等 

障害者が地域で安心して暮らすことができるよう、グループホーム
や障害者支援施設などの「居住支援機能」と、地域相談支援などを担
当するコーディネーターやショートステイといった「地域支援機能」
を合わせた拠点。拠点の整備としてではなく、地域における複数の機
関が分担して機能を担う体制（面的な体制）の整備を行うことも考え
られるため、「地域生活支援拠点等」としている。 

特別支援学級 

教育上特別な支援を必要とする児童・生徒を対象に、小・中学校に
置かれる少人数の学級のこと。 

特別支援学校 

障害のある児童・生徒を対象に、専門性の高い教育を行う学校のこ
と。幼稚園から高等学校に相当する年齢ごとの教育を、特別支援学校
のそれぞれ幼稚部・小学部・中学部・高等部で行っている。 

特別支援教育 

障害児の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視
点に立ち、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高
め、生活や学習上の困難を改善・克服するため、適切な指導及び必要
な支援を行う教育のこと。 

特別支援教育コーディ

ネーター 

特別な支援を必要とする児童・生徒への支援を充実するため、学校
内の関係者や関係機関、保護者との連絡・調整を行う人のこと。 

特別支援教育支援員 

幼稚園、小・中学校、高等学校において障害のある児童生徒に対
し、食事、排せつ、教室の移動補助等、学校における日常生活動作の
介助を行ったり、発達障害の児童生徒に対し学習活動上のサポートを
行う人。 

 
な行 
 

内部障害 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不
全ウイルスによる免疫機能の障害の総称。 
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難病 

原因不明で治療方法が確立されていない疾病。治療が極めて困難で
⻑期間の療養を必要とし、介助者への経済的・精神的負担が⼤きいた
め、医療費が高額となるものや良質かつ適切な医療の確保を図る必要
性が高いものについては、特定疾患、指定難病とされ医療費が助成さ
れる。 

日常生活自立支援事業 

認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が不十分な人が地
域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福
祉サービスの利用援助等を行う事業のこと。 

日常生活用具給付等事

業 

障害者総合支援法に基づき、在宅の障害者及び障害児に対し、日常
生活の便宜を図り、その福祉の増進を図ることを目的として、日常生
活用具を給付するもの。障害の種別に応じて給付対象となる日常生活
用具の例としては、特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器、点
字器、ストマ用装具及び住宅改修などがある。  
※ストマ 
 消化管や尿路の疾患などにより、腹部に便または尿を排せつす
るために増設された排せつ口のこと。 

ノーマライゼーション 

障害者や高齢者など社会的に不利を負う人々を当然に包含するのが
通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享
受できるようにするという考え方や方法。 
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発達障害 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、
注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であって、その
症状が通常低年齢において発現するもの。 

パブリックコメント 

公的な機関が規則の設定や改廃をしようとするときに、広く公に、
意見・情報・改善案などを求める手続をいう。公的な機関が規則など
を定める前に、その影響が及ぶ対象者などの意見を事前に聴取し、そ
の結果を反映させることによって、政策の公正性・透明性の向上を目
指すものである。 

バリアフリー 

高齢者や障害者の暮らしの中で行動の妨げとなる障壁や危険箇所を
取り払い、安全で快適な生活環境をつくること。 

ピアカウンセリング 

従来の専門職による支援とは異なり、共通の経験と関心に基づいた
仲間同士の相互支援活動のこと。同じような経験を持つ人が、相手に
対する傾聴と情報提供を行うことによって、問題を自分で解決してい
くように手助けをする。ピア（peer）とは「仲間」「対等」という意味
がある。 

ヒアリング 特定の事案に対して、利害関係人や一般の意見を聴取すること。 
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避難行動要支援者 

平成 25 年６月の災害対策基本法の一部改正に基づく、高齢者、障
害者、乳幼児等の防災対策において特に配慮を要する人（要配慮者）
のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する人のこと。 

福祉実践教室 

市内の小学校・中学校において「総合的な学習の時間」等を利用し
て、障害者やボランティアを講師に招き、児童・生徒に対し、車い
す・手話・点字・要約筆記等の体験学習を行う教室のこと。 

福祉ショップ 

福祉施設・作業所の製品等の販売を通して、障害者の生きがいづく
りや雇用の確保、自立への手助けなどを行うことを目的に運営される
店舗のこと。 

福祉避難所 

災害時に高齢者や障害者等の何らかの特別な配慮を必要とする避難
者のための避難所のこと。一般の避難所に福祉スペースを確保するほ
か、公的福祉避難所及び⺠間社会福祉施設がある。 

放課後等デイサービス 

学校通学中の障害児が、放課後、⼟・⽇曜⽇、祝⽇や⻑期休暇中に
おいて、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供することによ
り、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後な
どの居場所づくりを行う。 

法人後見 

社会福祉法人や社団法人、ＮＰＯなどの法人が成年後見人、保佐人
もしくは補助人になり、親族等が個人で成年後見人等に就任した場合
と同様に、判断能力が不十分な人の保護や支援を行うこと。 

法定雇用率 

障害者雇用促進法に基づいて、事業主に義務づけられている、全従
業員数における障害者の雇用の割合。 

ボランティア 

公共福祉や社会福祉のために、自主的に無償で社会活動などに参加
し、行う奉仕活動のこと。または、その活動を行う人のこと。 
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ユニバーサルデザイン 

ユニバーサル＝普遍的な、全体の、という言葉が示しているよう
に、「すべての人のためのデザイン」を意味し、障害の有無や年齢、
性別、人種などにかかわらず､あらゆる人が利用しやすいように製品
や都市、生活環境をデザインするという考え方。 

要約筆記者 

聴覚障害のある人に話の内容をその場で文字にして伝える筆記通訳
者のこと。話すスピードが書く（入力する）スピードを上回り、すべ
てを文字化することはできないため、話の内容を要約して筆記する。 
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ライフステージ 

⼈間の⼀⽣における幼年期・児童期・⻘年期・壮年期・⽼年期など
のそれぞれの段階をいう。 

リハビリテーション 

いろいろな障害を持った人々に対し、その障害を可能な限り回復治
癒させ、残された能力を最大限に高め、身体的・精神的・社会的にで
きる限り自立した生活が送れるように援助すること。 

療育手帳 

「知的機能の障害が発達期（おおむね 18歳まで）にあらわれ、日常
生活に支障が生じているために、なんらかの特別の援助を必要とする
状態にある人」に一貫した指導・相談を行うとともに、各種福祉サー
ビスを受けやすくするための手帳のこと。障害の程度によりＡ（重
度）、Ｂ（中度）、Ｃ（軽度）に区別される。 

レスパイト事業 

障害児（者）の親や家族の介護による心身の疲れを回復し、リフレ
ッシュしてもらうための事業のこと。 
レスパイト（respite）とは「一時休止」「休息」という意味がある。 

 
A〜Z 
 

ＩＣＴ（アイ・シー・

ティー） 

Information＆Communications Technology の略。情報通信技術を
表す言葉。 

ＮＰＯ（エヌ・ピー・

オー） 

ＮＰＯとは、Non Profit Organizationの略。社会的な使命を達成す
ることを目的に、医療・福祉・環境・文化・芸術・スポーツ・まちづ
くり・国際協力・交流・人権・平和等、あらゆる分野で非営利活動す
る組織のこと。 

ＳＤＧｓ（エス・ディ

ー・ジーズ） 

平成 27 年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための
2030 アジェンダ」にて記載された、令和 12年までに持続可能でより
よい世界を目指すための国際目標。17 のゴール、169 のターゲット、
232 の指標が定められ、地球上の「誰一人取り残さない」ことを目指
す。 
≪ＳＤＧｓのロゴと障害者福祉に関する主なＳＤＧｓアイコン≫ 
 
 
 
 
 
 

  

 

３．すべての人に健康と福祉を 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、
福祉を推進する 

 

10．人や国の不平等をなくそう 
国内および国家間の格差を是正する 
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